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環境監査と情報秘匿特権

一米国でISO14001が普及しない法的理由と、わが国における環境監査情報への

文書提出命令の申立てについての除外事由の適否に関する考察一

永野秀雄

米国の産業界も、このような現状をよしとし

てきたわけではない。産業界は、このような事

態を解決するために、①環境監査の実施に伴っ

て明らかになった企業内部の一定の環境情報に

情報秘匿特権を付与する、②環境監査で明らか

になり、法的責任が問われるべき事項について、

一定の範囲で免責を認める、あるいは、③これ

らの双方の措置をとる、といった内容を盛り込

んだ立法提案を行い、積極的なロビー活動をお

こなってきた。そして、多くの州政府は、この

ような産業界の主張を取り入れた州立法を制定

してきたのである。

しかしながら、連邦環境保護庁と連邦司法省

は、一貫して、このような州法に基づく情報秘

匿特権の付与や免責を認めることに反対してき

た。なぜならば、企業の環境情報について情報

秘匿特権や免責を広く認めれば、環境保護を目

的とした行政コントロール自体が崩壊しかねな

いためである。

もっとも、連邦行政機関にとっても、従来ど

おりに行政法や刑事法に基づく環境法規制を厳

格に執行しているだけでは、企業は環境法遵守

監査を実施するにとどまり、ISO14001をはじめ

とした環境経営監査を導入しようとはしない。

このため、連邦環境保護庁は、企業による環境

経営監査の実施を促進させ、かつ、環境保護法

制に基づく行政コントロールを維持するという

両立困難な目的を、新たな行政手法により解決

する必要に迫られた。

連邦環境保護庁が、この２つの目的を同時に

達成するために採用した行政手法は、企業が実

施する環境監査が一定の要件を満たし、かつ、

はじめに

企業が行う環境監査は、環境規制の強化、グ

リーン購入の促進、さらには､金融市場における

エコファンドの展開などにより、その重要性を

増している。わが国では、このような環境監査に

関するマネジメントシステムとして、ISO14001

が広く普及するに至っているｎｏ

米国では、複雑化した環境法規制に対応する

ために、弁護士、公認会計士、環境技術の専門

家などによるチームが編成され、企業による環

境監査に対応している。米国でも、このような

環境法遵守監査は多くの企業により導入されて

いる一方で、ISOl4001をはじめとする環境経営

監査は、必ずしも広く普及していない2)。これ

は、なぜか3)。

米国の企業が、総合的な環境経営騨杳を行な

った場合、その過程において、環境法により情

報開示等が要求されていない自社に不利な環境

情報までが、社内に蓄積される。もしも、政府

機関や一般市民等が、環境関連の訴訟を当該企

業に対して提起した場合、米国の強力な証拠開

示手続に下では、これらの企業内部に蓄積され

た同社に不利な環境情報までも開示されるおそ

れがあり、その結果として、当該企業の法的責

任が追及される可能性がある。これが、米国の

多くの企業が、環境経営驍香の導入を露曙する

最大の理由である4)。しかし、このような理由に

より、企業が総合的な環境監査の実施に鴎魔す

ることになれば、本来は早急に事態を把握し、

迅速な対処ができたはずの環境汚染が、十分に

対処されずに放置されたままになりかねない。
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環境法に違反したとの事実を示す情報が行政機

関に報告され、その違反に対する修正措置が即

座に行われた場合には、行政罰と刑事罰とを軽

減するというインセンティプを与えるという指

針5)を導入するというものであった。また、連

邦司法省も、企業の自主的な環境監査により明

らかになった環境刑法に反する事実を即座に報

告すれば、環境犯罪の取締と執行についての刑

事罰・行政罰を軽減するというインセンティブ

を付与する政策指針６１を定めるに至っている。こ

のようなインセンティブを伴った政策指針は、

産業界からも、おおむね好意的に受取られてい

る。

わが国では、すでに、多くの企業が環境経営

監査を採用している。その一方、監査の過程に

おいて、当該企業にとって外部に開示すること

を欲しない環境関連情報までが、訴訟などで文

書提出命令の対象として、申立てがなされると

いった事態については、十分に考察されてこな

かった?)。これは、企業の内部情報を積極的に開

示させる法制度が、米国と同じレベルにまで成

熟していなかったことに起因しているのであろ

う。

しかしながら、わが国においても、民事訴訟

法における文書提出義務が一般義務化され、広

くその開示が認められるようになると、米国と

同じ問題が生じてくる。このため、わが国におい

ても、企業による総合的な環境経営監査の実施

を促進し、その結果を環境報告書などを通じて

広く開示していくという目的を達成するために

は、環境訴訟などにおいて、当該企業の一定の

環境監査情報が開示されないことを保障するバ

ランスのとれた制度を導入する必要が生じる。

総合的な環境経営幣杳の実施や環境報告書を充

実するという本来は正しい目的が萎縮しないよ

うに、一定の情報開示を制限する方法を検討す

る必要があるのである。

本稿では、この環境驍香I情報の開示と、これに

かかわる情報秘匿特権のあり方および免責につ

いて、米国における現状を分析するとともに、

わが国おける環境監査情報に関する民事訴訟に

おける文書提出命令のあり方と、その適用除外

について検討する8)。なお、証券取引法における

環境情報開示要件の日米比較については、別稿

で考察することとし、本稿では除外争点として

扱わない。

以下では、①米国では環境監査と企業環境情

報に関する情報秘匿特権・免責がなぜ必要とな

るのか、②米国のコモンローにおいて、企業内

部の環境情報に関して情報秘匿特権や免責が認

められるか否か、③企業内部の環境情報に関し

て情報秘匿特権や免責を認める州立法の概略、

④連邦政府の環境監査指針、⑤連邦法制定に関

する提案、そして、⑥わが国における企業の環

境監査情報と文書提出命令およびその除外事由

に関する考察、の順で検討する。

なお、本稿は、住友財団による2002年度環境

研究助成を受けた研究（｢米国における環境幣杏

と法一わが国における示唆を求めて｣）の研究成

果の一部である。同財団による研究助成および

本研究への理解に対し、深く感謝の意を表した

い。

第１章米国における環境監査と企業環

境情報に関する情報秘匿特権・

免責の必要性

本章では、まず、米国における環境監査の類

型について概説し、これに続いて、企業内部の

環境情報について、なぜ情報秘匿特権や免責が

必要とされるのかについて概観する。

Ａ環境藍杏の種類

米国の環境監査法務においては、通常、環境

監査は、①環境サイト監査、②環境法遵守監査、

③環境経営監査の３種類に分けて把握されてい

る。以下では、この分類にそって、それぞれの

監査のポイントを説明する。

１環境サイト監査

まず、環境監査の基本であり、いずれの企業

も実施しているのが、この環境サイト監査（site

assessments）である。この環境サイト監査は、

企業が不動産や施設等を売買するときに、環境

汚染の潜在的可能性を評価するためのものであ

り、当該不動産に関する土壌汚染調査や水質汚
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る諸事項について、より包括的に評価するもの

である。このような経営環境監査では、現行法

に関する環境法遵守監査を超えて､今後､国内の

みならず海外市場において導入される可能性の

ある環境法規制や'7)、環境会計、地域社会との

環境リスク・コミュニケーション、環境報告書

の作成などの、より大きな枠組みによる監査が

行われる'8)。また、一定の企業の環境経営監査

プログラムにおいては、環境方針や監査手続、

さらには、教育・訓練プログラムなども含まれ

ている’9)。

このような環境経営驍杏は、機関投資家から

も、企業に対する環境関連評価を行うためのシ

ステムとして高く評価されている20)。これは、企

業の用いている環境経営監査により多くの環境

関連情報が明らかになるばかりでなく、その企

業が将来の環境問題にどのように取り組み、い

かなる技術的向上を目指しているのかなどが明

らかになるためである2,。

染調査が中心となる。

このような環境サイト監査が、多くの企業に

より導入されるようになったきっかけは、不動

産の土壌汚染に関して浄化責任を厳しく規定す

るスーパーファンド法（ComprChensiveEnvimn‐

mentalResponse，CompensationandLiability 

Act（CERCLA)），)の制定によるところが大き

い'0)。この環境サイト監査は、個々の企業にと

っては、最も重要性が高い環境監査であるu)。

２環境法遵守監査

米国の企業において、同国の環境法規制が厳

格化するに伴い、環境法遵守監査（履行監査、

合法性監査、complianceaudit）が普及した'2)。

また、今日では、業界団体も、この環境法遵守

監査を加盟企業に対して行うように奨励してい

る１３)。

この環境法遵守監査では、ある企業が、その

営業に伴い適切な許可を得ているかどうか、稼

動している工場等が､連邦､州、その他の地方公

共団体の法や規則等を遵守しているか、といっ

た点が自主的に当該企業の内部で監査されるM)。

企業は、環境法遵守監査により、自社のかかえ

る問題を特定することで、汚染などの環境負荷

をいち早く発見できるばかりでなく、環境法上

の法的リスクを回避できる臆)。このような環境

法遵守監査には、一般的には、米国材料試験協

会（ASTM）が定めた基準（ASTMStandard

PSll-9S）が用いられる場合が多い。

なお、この環境法遵守監査は、自社の環境法

遵守の適否の監査にとどまるものではない。当

該企業は、子会社、関連企業、下請負企業など

の環境責任を負わされるリスクもあることから、

これらの外部の法人に対する監査もおこなって

いる。また、企業が併合・合併などを計画して

いる場合には、相手方企業の環境責任が承継さ

れる可能性があるため、これらの企業に対して

も環境法遵守監査が行われることになる'６)。

Ｂ企業内部の環境情報について情報秘匿特権・

免賢を付与する必要はあるのか

１情報秘匿特権・免責付与の支持理由と支持者

すでに述べたとおり、米国においては、環境

サイト監査と環境法遵守監査は、多くの企業に

おいて利用されているのに対して、環境経営監

査は、必ずしも普及していない。その主たる理

由は、法的に要求されていない環境情報までが、

環境経営幣杳により内部的に明らかになり、そ

の情報が訴訟等で用いられることを避けたいと

いう動機にあった。このため、環境経営幣杳を

普及させ、かつ、企業の防禦姿勢を解くための

方策として、米国の産業界は、自主的に行われ

た環境経営壗杏により明らかになった環境関連

情報については、（ｉ)情報秘匿特権を付与する、

(ii)免責を認める、あるいは、（iii)これらの双方

の措置をとるべきである、と主張してきた。

学者の中で、この立場を支持する者は、もし

もこれらの措置をとらずに環境経営監査の結果

が訴訟等で開示されるのであれば、企業はこれ

を恐れて、①限られた活動についてしか環境経

営監査の対象とせず、②より限定的な調査活動

しか行わず、③監査の結果として得られた情報

３環境解営藍香

この環境経営監査は、上述の環境サイト監査

や環境法遵守監査といった一定の法的リスクを

回避するための監査を超えて、環境問題に関す
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について、批判的な検討を行わず、④結果的に、

限定的な環境汚染浄化しかおこなわれず、⑤経

営者は、自社の環境関連活動や行為について、

より限定された情報しか得ることができず、⑥

自社の環境問題が、企業内の一部でしか共有さ

れず、⑦自主的になされた環境経営驍杏に基づ

く分析が、短期間しか保有されない結果を生む

ことになる、と指摘している型)。また、判例に

おいても、環境経営監査による内部資料が訴訟

で開示されれば、企業はこれを恐れて、実質的

な環境監査が行われなくなる効果を生み出すと

指摘されている割。企業およびその業界団体は、

当然のことながら、この立場を支持している鋤)。

また、後に述べるように、多くの州政府は、

これらの圧力団体の立場を支持して、環境経営

監査に伴う情報秘匿特権等を認める州立法を制

定している。これらの州法では、このような環

境経営監査で得られた一定の環境経営監査情報

に情報秘匿特権を付与することには十分な意味

があると捉えられている閏)。

３法制度設計上の問題

これまでに見てきたように、米国企業が環境

経営監査を秘極的に導入するためには、一定の

情報秘匿特権を付与したり、免責を認めるなど

の措置が必要であるとされてきた。米国の産業

団体は、州議会におけるロビー活動を積極的に

行い、このような内容を盛り込んだ州法の制定

に成功してきた。

その一方、環境諸団体が指摘するように、こ

のような州法の下では、市民による企業に対す

る環境コントロールカは弱まり、また、行政機

関による環境規制を用いたコントロール自体も

弱体化する。さらに、ISO14001に代表される環

境経営監査システムにおいては、第三者に対し

て情報開示を行うことにその特徴があり、州法

において、環境経営監査により明らかにされた

情報に情報秘匿特権を付与するということ自体

が、ISOの描いた環境管理システム像31)と矛盾す

ることになるのである鉋)。このため、たとえ、企

業に一定程度の情報秘匿特権や免責を認める場

合であっても、その法制度設計には慎重な配慮

とバランスとが要求されるのである。２情報秘匿特権・免責付与に反対する団体・

機関

環境経営監査によって明らかになった特定の

情報に情報秘匿特権や免責をあたえる州法にお

いては、企業は、たとえ内部環境監査レポート

において法令違反の事実が明らかになったとし

ても、当該企業が合理的な期間内に、その法令

違反を修正する限り、その情報開示を拒否する

ことができる2`'。また、企業は、現時点では行

政上の規制は受けていないものの、健康等に危

害を及ぼす可能性があり、将来規制されること

が予想される化学物質の利用等について、情報

秘匿特権の対象として、その情報を秘匿するこ

とができる〃)。

このような州法に対して、環境諸団体は、環

境法体系の中の重要な柱のひとつである知る権

利剤を制限するものであり、かつ、市民による

チェックが困難になるとして、強く反対してい

る")。また、連邦環境保護庁と連邦司法省も、後

で詳しくみるとおり、このような内容の州法は、

規制官庁への情報提供を制限するものであると

して、反対との見解を示している30)。

第２章環境経営監査情報に関する情報
秘匿特権の判例法理

米国の民事訴訟では、証拠開示手続における

文書提出義務が一般義務化されている。しかし、

この文書提出義務に関して、コモンローでは、

適用除外のためのいくつかの情報秘匿特権が認

められてきた。具体的には、弁護士・依頼者間

の情報秘匿特権、弁護士の職務上の記録に関す

る非開示特権、および、自己分析に関する情報

秘匿特権である。この第２章では、これらの情

報秘匿特権の内容を確認しながら、個々の`情報

秘匿特権が、はたして環境経営監査により明ら

かになった企業内部の環境関連情報に対して適

用されるのかどうかを検討する。

Ａ弁護士・依頼者間の情報秘匿特権

弁護士と依頼者間の情報秘匿特権とは、依頼

者が弁謹士と交わしたコミュニケーションは、

当該裁判における証拠提出や開示手続において、
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その内容の開示を拒否することができるという

ものである。弁護士・依頼者間の情報秘匿特権

が適用されるための要件は、①特権を付与され

た当事者間でのコミュニケーションが存在する

こと、および、②依頼者が、弁護士に対して法

的な助言を求めるために当該コミュニケーショ

ンをおこなったこと、の２点である。このよう

な情報秘匿特権が認められているのは、依頼者

が自らに不利であると考える事実や違法である

と恐れる事実関係を含めて、すべての関連する

事情を弁護士に告げることができなければ、弁

護士は効果的な弁護ができず、また、依頼者の

司法へのアクセスを保障することができないと

いう法的な価値判断によるものである33)。

環境監査により明らかになる環境関連情報を、

この弁護士・依頼者間の情報秘匿特権に基づい

て、証拠開示請求を拒否しようとする場合に、

何に注意すべきであろうか。それは、この特権

の第２の要件、すなわち、依頼者が、弁護士に

対して法的な助言を求めるために当該コミュニ

ケーションをおこなったという要件を満たすた

めに、環境監査の実施の仕方に工夫を要すると

いう点である。

まず、第１に注意しなければならないのは、

環境監査を行う場合に、弁護士以外の専門家を

いかに関与させるのかという問題である。この

特権は、弁護士以外とのコミュニケーションに

は適用されない。よって、弁護士以外の専門職

である環境藍杏人や環境コンサルタントが、企

業に対して環境関連のアドヴァイスを提供して

いる場合には、この特権は適用されない3ｲ)。こ

のため、企業が環境監査の実施に関して、この

特権の利用を考えるのであれば、外部の顧問弁

護士に環境関連の法的な助言を得るという要件

を満たすために、当該弁護士に環境監査人や環

境コンサルタントと直接契約してもらい、弁護

士が自らの法的見解を形成するためにこれらの

専門家を用いるというフォーメーションをとる

必要がある。

しかしながら、このようなフォーメーション

を維持するためには、相当の費用がかかるばか

りでなく、融通性に欠ける。このため、巨額の

リスクを伴う環境サイト監査や、一定期間内の

特定化された環境法遵守監査であれば、このフ

ォーメーションを組んで対応する価値があるが、

`恒常的な環境経営驍杏について、このフォーメ

ーションを維持することは困難であると考えら

れる。

次に注意すべきは、この情報秘匿特権を、社

内弁護士から助言を受けるというときに利用し

ようとする場合である。すなわち、この特権が

認められるための第２要件を満たすためには、

社内弁護士が一般的な法的管理を行うという通

常の役割を果たしているだけでは不十分であり、

当該環境監査において法的アドヴァイスを与え

るという事実関係を明確にしておく必要がある

のである。

たとえば、UnitedStatesMChevronU.Ｓ､Ａ，

Inc､判決弱)では、当該企業が、環境藍杏報告書

を作成するにあたり、同社の社内弁護士に対し

ておこなったコミュニケーションは、法的な助

言を求めるためになされたものではないと認定

されたため、弁護士・依頼人間の情報秘匿特権

により保護されないと判断されている。これに

対して、OlenPropertiesCorp・MSheldalh,Inc

判決36)では、社内弁護士の指示に基づいて環境

部署責任者が用意した環境驍脊メモは、法的助

言をもとめる過程で作成されたものであると判

断され、この情報秘匿特権に基づいて文書開示

請求が退けられている。

しかし、このような社内弁護士による環境経

営監査への関与を社内的に確立することは容易

ではない。環境サイト監査や環境法遵守監査に

ついては、ある程度は可能であろうが、常に経

営的判断と密接なかかわりをもつ環境経営轄杳

については、社内弁護士の判断を純粋な法的助

言の付与だけにとどめておくことは困難である

といえよう。

このように考えてくると、弁護士・依頼者間

のJ情報秘匿特権を環境監査により明らかになる

環境関連情報に適用しようとする場合、環境サ

イト監査や環境法遵守監査については、一定程

度の有効性をもつものの、環境経営藍杏への適

用は困難であると結論付けられるであろう。こ

のような事情から、経済団体は、ロビー活動を

通じて、コモンロー上は認められない情報秘匿
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特権の付与を、州法において制定法上の権利と

して確立させる活動をおこなったのである。

きに準備された文書を、証券取引委員会と法務

省とに提出したという事実関係において")、こ

のように自主的に一度開示された文書は、もは

や特権により守られることはないと判断された

のであるｲ5)。

このように考えてくると、環境監査は、通常、

依頼主が係争中の訴訟のために行うものではな

く、また、潜在的に訴訟となる事実関係を前提

として弁議士が準備するものではないので、そ

こで作成された文書に対して、この特権を適用

することは困難であると考えられる。

Ｂ弁護士の職務上の記録に関する非開示特権

弁護士が轍務上作成した文書は、たとえこれ

が依頼者とのコミュニケーションからの情報に

よるものでない場合でも、非開示特権が認めら

れている。これが、弁護士の職務上の記録に関

する非開示特権（wolkproductdoctrine）であ

り、連邦民事訴訟規則においても規定されてい

る釘)。たとえば、証人に対して面会したときに

弁護士が作成したメモなどが、この特権により

保護される。

しかし、この非開示特権が適用される場面は、

非常に限定されている。その理由は､この非開

示特権を規定する連邦民事訴訟規則第26条(b）

項(3)号において、この特権は、訴訟を予期し

て準備された文書に対してのみ適用されるとい

う厳格な要件が付されているためである鋼)。さ

らに、この規定では、このような訴訟が予期さ

れる段階において弁護士が作成した文書の中で

も、保護の対象となるのは、当該弁護士の内心

の印象、結論、意見、または法理論に限定され

ている３，)。このため、このような文書に記載さ

れた事実関係についての記述は、保護の対象と

はならないのである。

このため、この非開示特権は、訴訟の準備が

意図されていない通常の企業の活動に関する文

瞥には適用されないｲ゜〕・企業による環境謄脊は、

通常、訴訟の準備のために行われるものではな

いため、この特権は適用されないことになる。

たとえば､UnitedStatesv・GulfOUColp・判決]）

では、連邦証券法に基づいて、監査人が準備し

た文書には、この特権は適用されないと判示さ

れている。また、WestinghouseElectlicCom.ｖ・

RepubncofthePhnippmes判決ｲ２１において、連

邦第３巡回区控訴審裁判所は、弁謹士・依頼

者間の情報秘匿特権と弁護士の職務上の記録に

関する非開示特権は、一度官庁等に提出された

環境監査の結果に関しては、放棄されていると

判示している⑬)。この事件では、大手電機・電

力会社であるウエスティングハウス社が、社外

の弁護士により内部環境監査調査がなされたと

Ｃ自己分析に関する情報秘匿特権

１自己分析に関する情報秘匿特権とは何か

連邦管轄およびいくつかの州における判例に

おいては、「重要な自己分析（criticalselfevalu

ation)」と呼ばれる情報秘匿特権が認められてい

る。この情報秘匿特権は、自らの業務について、

自己批判的な評価をおこなった陳述を保謎する

ものであり、事実関係に関する情報秘匿を認め

るものではない点に特徴がある`6)。

この自己分析に関する情報秘匿特権が認めら

れるためには、通常、①当該情報が、この情報

秘匿特権の適用を求める当事者により行われた

重要な自己分析の結果生じたものであること、

②当該情報を秘匿する公的利益が、開示を求め

る当事者の必要性を大きく上回るものであるこ

と、③当該情報に対する開示請求が認められた

場合、このような情報の内部における流通が阻

害されること、④当該文書が、秘匿されること

が期待されて準備されたもので、かつ、その秘

密保持が維持されてきたこと、という要件を満

たす必要がある471。

この情報秘匿特権は、たとえば、医療過誤

訴訟において、原告が病院スタッフによる内部

ミーティングのノートの開示を請求したとき、

病院側にこの情報の開示を強要すると、医療の

質を促進しようとする内部努力と自己批判とが

妨げられることになるため、この特権による情

報の非開示が認められ場合がある網)。このほか

にも、企業における平等雇用に関する内部評価

や４９)、セクシャルハラスメント訴訟における内

部調査報告書50)、鉄道事故調査報告書副)、製品安
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年間にわたり、同社のみならず複数の製造業関

係者により利用されてきたことから、原告は、

スーパーファンド法等に基づいて、汚染浄化に

必要な費用の一部負担を前所有者等に求める訴

訟を1992年に提起した銘)。

この訴訟の証拠開示請求手続において、原

告は、被告による証拠開示請求の多くに応じ、

約３万５千頁の文書を提出した。しかし、開示

請求があったもののうち、１３の文書については、

原告は、自己分析に関する情報秘匿特権に基づ

いて、その非開示を裁判所に申し立てた。これ

に対して、被告は、原告の主張する自己分析に

関する情報秘匿特権は、本法域においては認め

られておらず、かつ、連邦法に基づく請求につ

いてはともかく、州法に基づく請求には適用さ

れないと主張して、この申立に反対した")。

裁判所は、この争点について、環境監査には、

環境汚染を自主的に特定し、これを修復するこ

とを促進するという公的利益が認められ、訴訟

を恐れてこのような監査を行うことに消極的で

あってはならないことから、自己分析に関する

情報秘匿特権は環境監査により明らかになった

情報にも適用されると判示した。そのうえで、

原告が申し立てている非開示に関する請求は、

この情報秘匿特権に関して判例法理が確立した

４要件をすべて満たしていることから、本件に

も適用されるとして、原告の申立を認めた６０)。

このほかにも、自己分析に関する情報秘匿特

権を環境監査に関する情報に対して認めた判例

として、Joinerv・Hemldes,Inc・事件判決を挙げ
ることができる61)。この事件で、原告は、汚染

されている不動産に関して、被告企業がおこな

った浄化調査の結果を含む文書の証拠開示請求

をおこなったが、被告企業は、この内部的浄化

調査は情報秘匿特権により保謹されていると主

張して、当該文書の開示を拒絶した唾)。裁判所

は、民間企業が環境諸法を遵守する目的で環境

監査を行うためには、訴訟における証拠開示請

求を恐れずに遂行できるようにする政策上の必

要性があるとして、自己分析に関する情報秘匿

特権による非開示を認めている国'。

しかしながら、これらの判決のように、自己

分析に関する情報秘匿特権を環境監査によって

全評価嘗駆)、などについてもこの特権の適用を

認めた判例がある。

２環境監査情報に関してこの情報秘匿特権

の適用を否定する判例

それでは、環境監査に関する情報について、

自己分析に関する情報秘匿特権の付与は認めら

れるであろうか。多くの判例は、環境監査によ

り明らかにされた情報に対してこの特権を付与

することを、否定している。

たとえば、有害廃棄物処理産業において、こ

の問題を判断したOhioexreLCelebrezzev・

CECOSInt'1事件判決錨)では、環境監査により

得られた情報について、自己分析に関する情報

秘匿特権の付与を否定して情報開示を認めてし

まうと、企業は自主的な監査を行わなくなり、

環境監査報告も作成しないという負の効果を生

じさせることを認識しながらも")、有害廃棄物

処理産業に対しては市民の健康を保護するため

の種々の法的規制が存在し、かつ、このような

規制に対する違反は櫛極的に追及されるべきで

あるという強い公的利益があり、さらには、公

的な精査も必要であることを考えると、この自

己分析に関する情報秘匿特権の付与を認めるこ

とはできないと判示されている鍋)。

また、このほかの多くの環境監査に関する判

例においても、自己分析に基づく情報秘匿特権

の付与は、環境法における公的利益の優越等を

理由に否定されている藷)。

３環境監査情報に関してこの情報秘匿特権

の適用を認める判例

このような判例の一般的な傾向に対して、自

己分析に関する情報秘匿特権を環境監査に関す

る情報に適用することを認めた判例も存在する。

それがReichholdChemicals,Inc.ｖ・mxtron,Inc・

判決５７)である。

本件の事実関係の概略は、以下のとおりであ

る。本件の原告たる化学会社は、同社の工業施

設地に関連した地下水汚染の調査と浄化につい

て、フロリダ州環境局との間で、さまざまな措

置をとることを定めた同意審決に、1984年に合

意した。しかし、同社の工業施設地は、過去6０
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得られた文書・情報に適用することを認めた判

例は、非常に限られている。上述のReichhold

Chemicals,Inc.ｖ､T℃xtron,Inc,判決は、汚染浄

化費用の求償を請求する訴訟であり、原告が民

間企業であって政府機関ではないという特徴が

ある。もしもこの訴訟において、原告が政府機

関であったと仮定した場合、比較衡量の場面で

公的利益が優先されることから、当該情報の開

示請求が認められ、この情報秘匿特権が機能し

ない可能性が高いと思われる。また、汚染に関

する環境諸法においては、立法者が情報開示を

強く要請している場合が多く、この情報秘匿特

権が全く認められないことも考えられる。

このように考えると、企業は、この自己分析

に関する情報秘匿特権に依拠して、環境監査に

より明らかとなった情報や文書・報告書が非開

示とされることを＋分に期待しえない。このた

め、次にのべるように、州立法による保護を求

めることになるのである。

企業は州および連邦の環境法の下で、さまざま

な情報を開示する義務を負っている。環境監査

に関する情報秘匿が認められる』情報は、これら

の法規制の中で開示の対象となっていない情報

に限定されている的)。また、後で述べるように、

連邦環境保護庁と連邦司法省は、これらの州立

法のあり方に反対しており、これらの州法よっ

て拘束されていないとの見解を表明している。

Ｂ州立法の規定内容

以下では、これらの州立法の具体的な内容に

ついて、いくつかの具体的な規定を挙げて、概

説する。

１情報秘匿特権を主張できる当事者

州法上の情報秘匿特権を主張できる当事者は、

通常、環境法上の規制を受けている施設の所有

者や管理者であり、かつ、自主的に環境壗杏を

おこなった者に限られている?o)。

２情報秘匿特権の対象となる情報

このような形態の州法では、情報秘匿特権は、

どのような情報に適用されるのであろうか。た

とえば、オハイオ州法では、連邦法、州法、お

よび、地方公共団体の定める環境保護を主たる

目的とする立法を遵守するための監査には、す

べて適用されるとする包括的な規定がなされて

いる?')。

しかし、このような包括的な規定の下におい

ても、一定の適用除外対象は存在する。このオ

ハイオ州法でも、当該環境監査の一部を構成し

ない情報や、当該監査が依拠していない観察、

サンプリング、モニタリング、コミュニケーシ

ョン、記録または報告書は、情報秘匿特権の対

象とはならないと規定されている池)。このよう

な規定方式の下では、情報秘匿特権が付与され

る環境監査報告書に、すべての環境驍香情報を

集積し、総合的な環境経営幣香を実施しようと

するインセンティブが機能することになろう。

このように、1情報秘匿特権の適用対象を広く

とる州がある一方で、多くの州の環境監査情報

秘匿特権付与法では、その対象を、環境監査報

告書に限定している。

第３章州による特別立法

Ａ特別立法の意義

これまで見てきたように、コモンローにおい

ては認められている３種類の情報秘匿特権によ

っては、企業の行う環境監査により明らかにさ

れる情報が、訴訟等において非開示情報として

十分に保護されない危険性があった。このため、

産業界は、業界団体を通じて州議会に対してロ

ビー活動を行い、環境監査によって明らかにな

った企業の内部情報について、情報秘匿特権を

付与する立法を成立させようと努力してきた。

このような流れの中で、1993年に、オレゴン州

は、環境監査情報秘匿特権付与法を最初に成立

させた州となった")。

2002年に公表された論文によると６５)、全米で

20を超える州が、環境監査を促進する目的で、

民事あるいは刑事訴訟における情報秘匿特権や

免責を与える特別立法を制定している鰯)。これ

らの州立法は、非常に広範な免責を認めるもの

から67)、限定的な情報秘匿特権だけを制定する

ものまで、さまざまなものがある銘)。

もちろん、このような州法のもとにおいても、
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３立証責任

このような環境監査情報秘匿特権付与法にお

いて、情報秘匿特権の付与を申立てる当事者

は、当該州法で求められている要件が満たされ

ていることを主張立証しなければならない73)。多

くの州法において、情報秘匿特権が認められる

ための立証要件とされているのは、①当該情報

が、監査を行う目的で収集されたものであり、

かつ、②当該監査は、政府機関の命令により行

われたものではなく、通常の営業活動の一環と

して自主的に行われたものであること、の２点

である74)。

これに対して、証拠開示請求をおこなった当

事者が、このような立証に対して反証するため

には、当該情報秘匿特権が、詐害目的（fraudlL

lentpurpose）で主張されていることを証明しな
ければならない75)。しかし、このような詐害目

的を立証することは、対象となる証拠そのもの

が開示されていないため、非常に困難を伴うも

のになると考えられる。

場合とについては、情報秘匿特権の付与の適用

除外とされている場合が多い6m。

これに対して、一部の州法では、刑事手続に

関しても、一定の手続を要件として、情報秘匿

特権の付与を認めている。たとえば、オレゴン

州とイリノイ州では、情報秘匿特権の付与が刑

事手続に関する情報に対して適用可能かどうか

を決定するために、当該`情報について「インカ

メラ」方式の審査がなされることが要求されて

いる蛇)。この審査の結果、もしも裁判所が、当

該企業は①詐害目的でこの情報秘匿特権を主張

したと決定した場合、②当該文書が特権付与の

要件を満たしていないと決定した場合、または、

③当該監査文書が、環境法に違反し、これが合

理的な時間内に修正もしくは報告されなかった

という証拠を示すものである場合には、当該情

報秘匿特権の付与は認められないことになる閏)。

Ｃ環境保議庁の対応と州法の限界

連邦環境保護庁は、このような州の環境驍杳

情報秘匿特権付与法に対して、強い反対の態度

を表明している")。その第１の理由は、後述す

るように、連邦環境保護庁が、企業による環境

監査の結果は公表されるべきであるとの方針を

堅持しているためである。

連邦環境保護庁が、このような州立法に反対

する第２の理由は、情報秘匿特権の付与そのも

のが、連邦環境法に違反する可能性があるため

である。連邦環境法においては、州政府にその

執行を委任する一方で、一定の強制的義務を課

すという「委任規定を通じた強制（delegation
blackmailw5)と呼ばれる手法が用いられること

がある。このような手法を用いる立法の下では、

規制対象となる企業に対して、連邦政府への情

報開示が義務化されている場合が多い。このた

め、州の環境監査情報秘匿特権付与法そのもの

が、その規定の仕方によっては、連邦法上の`情

報開示義務と矛盾する結果を生む可能性がある

のである。

たとえば、大気浄化法”では、連邦環境保護

庁長官等は、排出源の所有者または管理者に

対して、同法で定められた目的の達成に必要と

考えられる情報の提出を求めることができる87)。

４秘匿情報に関する表示要件

環境監査情報秘匿特権付与法の中には、情報

秘匿特権を付与するための要件として、当該情

報を含んだ文書に一定の表記を行うことを求め

るものがある畑。たとえば、オハイオ州では、環

境監査報告書の表紙または最初のページに、「環

境監査報告書：情報秘匿特権が付与された情報」

との表記、または、実質的にこれと同等の文言

を目立つように記すことが要件とされている、。

そして、この表示要件が満たされない場合には、

情報秘匿特権は付与されない781。

これに対して、テキサス州法では、同様の表

示を行うことが情報秘匿特権の付与のために求

められているものの")、たとえその表示がない

場合であっても、情報秘匿特権が放棄されるの

でも、その情報秘匿特権の付与が否定されると

の推定を生むものでもないとされている80)。

５情報秘匿特権の適用除外

このような環境監査情報秘匿特権付与法につ

いて、多くの州立法では、刑事捜査や刑事訴訟

手続と、当該環境情報の開示が法定されている
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また、水質汚染防止法兜)にも、同様の規定があ

り89)､資源保全再生法,0)では、より広範な情報開

示を求めることができる規定がおかれている９１)。

州政府の連邦環境法担当者は、これらの立法を

執行する上で、許可条件をはじめとした種々の

要件が満たされているかどうかを調査するため

に、必要な情報や記録に対してアクセスする権

利が認められている蛇)。さらに、これらの規定

においては、このような情報は、営業上の秘密

に該当しない限り、一般市民にも開示可能でな

ければならないと規定されているのである93)。

多くの州の環境監査情報秘匿特権付与法は、

これらの連邦法の存在を前提として制定され

ていることから、連邦法により報告が求められ

ている情報にまで情報秘匿特権を付与していな

い")。もしも、連邦環境法が州政府に執行を委

任しているプログラムについて、このような違

反が存在する場合には、州政府はその執行権を

失う可能性がある。

連邦環境保護庁は、連邦環境法において情報

開示が求められている情報に関して、州の環境

驍香情報秘匿特権付与法が情報秘匿特権を与え

ていないかどうかについて実際に調査を行い、

その結果、テキサス州とユタ州で環境幣香情報

秘匿特権付与法を修正させることに成功してい

る弱)。このような連邦環境保護庁による対応に

より、州の環境監査情報秘匿特権付与法は、主

要な連邦環境法に規定された情報開示要件につ

いて、効力を発揮しえないことが明らかになっ

た。

連邦環境保護庁は、さらに、連邦法が適用さ

れる事案については、すでに州の環境監査情報

秘匿特権付与法により情報秘匿特権の付与が認

められた事件に対して、競合管轄権をもつ連邦

裁判所に訴訟を提起するという重複訴訟（oveか

filmg）の手法を用いて証拠開示請求を行うこと

で妬)、このような州法の力を弱めることもでき

る。なお、この重複訴訟の手法は、連邦環境保

護庁のみならず、環境保護団体も用いることで

きょう的)。

以上のように、連邦環境保護庁が、州の環境

驍杏情報秘匿特権付与法に対して批判的である

ことから、これらの州立法は、せいぜい証拠開

示請求に対して、部分的な保護を与える役割し

か果たすことができていない。このため、連邦

環境法に関する実務においては、次にみる連邦

政府による環境監査指針が重要な役割を果たす

ことになるのである。

第４章連邦政府の環境監査指針

これまで見て萱たとおり、連邦環境保護庁は、

一貫して、州の環境監査情報秘匿特権付与法に

対して批判的な態度をとり続けてきた。たしか

に、このような州立法が、連邦環境法において

情報開示を求められている情報や文書に対して

まで適用されることを認めてしまうと、環境保

護を目的とした行政コントロール自体が崩壊し

かねない。しかし、その一方で、従来型の厳格

な環境法制を維持しているだけでは、企業は、

積極的に環境経営監査を導入しようとはしない。

連邦環境保謹庁は、このバランスをとるために、

企業が実施する環境監査が一定の要件を満たし、

かつ、当該環境情報の開示と環境法違反に対す

る修正措置とが即座に行われた場合には、行政

罰と刑事罰とを軽減するというインセンティブ

を与える指針を策定するに至った。以下では、

連邦環境保護庁が採用した環境監査指針の歴史

的な変遷をみたあと、現行指針の内容を概観す

る。その後で、連邦司法省が採用する同様の指

針を紹介する。

Ａ連邦環境保護庁による環蹟藍杏指針の策定

と歴史的展開

11986年指針

連邦環境保護庁は、1986年に、環境監査の利

用を促進する目的で、最初の環境驍香指針を発

表した兜)。しかし、この1986年指針において、企

業に環境監査を実施させるためのインセンティ

ブとして用意されたのは、定期的な環境監査報

告書の提出を求めないという消極的なものに過

ぎなかった'9)。また、この指針においては、ど

のような監査システムの実施が求められている

のかも明白でなかった。

このような理由から、この1986年指針に基づ

いて自主的に環境経営驍杏左実施しようとした
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企業は限られていた'00)。連邦環境保護庁が、こ

の監杏指針を実施してから約３年後に行った調

査においても、およそ670の組織が、2700を超え

る施設に関して情報開示を行うにとどまったこ

とが明らかになっている1m)。

うやく包括的な環境監査システムに関する定義

がなされた'09)。この改正で、ようやくシステム

的な環境経営監査の重要性が、承認されたと言

えるであろう。

Ｂ現行指針の内容

１現行指針の目的

連邦環境保護庁が定めた現行の2000年改正指

針は、環境法上の規制と企業による自主的な環

境監査の導入を促進するバランスをとるための

システムを導入している。すなわち、企業が、

環境監査を実施した結果、環境法に違反する事

実が明らかになったとしても、その環境監査や

その後の対応が一定の要件を満たしている場合

には、この違反に対する民事罰を軽減し、刑事

訴追手続を行わず、定期的な環境報告書の提出

を求めないという３つのインセンティブを付与

したのであるno)。

なお、この2000年改正指針において、環境監

査は、「施設の運営に関して規制を受ける当事者

が、システム的に、文書化され、定期的に、客

観的な再検討を行うこと、および、環境保護要

件に合致することに関する実務」と定義されて

いる''1)。

21995年指針

連邦環境保護庁は、1986年指針における諸問

題を改善するために、1995年に、「自主監査のた

めのインセンティブー法令違反の発見、開示、

修正および防止について－」と名付けられた企

業による自主的な環境監査を促進するための新

たな指針を公表した'02)。

この指針の目的は、環境法の規制対象となる

当事者が、環境の保護に関する情報を自主的に

開示し、もって環境法違反の事実の開示、修正、

および防止を図ることにあった。連邦環境保護

庁は、このような情報開示を促進するため、行

政罰の軽減などのインセンティブを同指針の中

で盛り込むという積極的な施策を導入した。こ

の95年指針では、８６年指針と異なり、デューデ

リジェンスを行う法遵守監査システムを広範に

認めているものの'03)、包括的な環境監査システ

ムについての定義はおかれていなかった。

産業界は、当初、この95年指針の効果に懐疑

的であった。しかし、この指針が施行されてか

ら６ヶ月間に、７６の規制対象企業が同指針に基

づいて自主的に環境法規違反を申告したが、そ

のほとんどの企業が、連邦環境保護庁から罰金

の支払いを求められなかった血)。この結果を受

けて、産業界も、同指針を肯定的に評価するよ

うになった。

連邦環境保護局は、この95年指針についての

調査を1999年に実施し、その結果を公表してい

る'05)。この調査によれば、規制対象企業の88％

が、この指針に満足しているとの回答を寄せ、

84％がこの指針を顧客や相手方担当者に推奨す

ると答えている'0`)。

２インセンテイブ付与のための９要件

連邦環境保護庁は、企業が自主的に環境驍杳

を行い、その結果として、環境法上の違反もし

くは潜在的な違反を発見した場合、以下の９つ

の要件を満たすことを条件として、いくつかの

民事罰を軽減・免責し、刑事訴追手続を行わな

いというインセンティブを与えている''2)。以下

では、この９要件を概観する。

まず、第１の要件は、当該違反が、環境幣杏

により発見されたという事実である1画)。

第２の要件は、当該企業が、自社の環境法規

違反を自主的に発見したという事実である114)。

ここでいう自主的発見には、たとえば、「立法、

規則、許可、司法または行政命令、和解により

要求されているモニタリング、サンプリング、

監査手続」の結果として明らかになった環境法

違反の事実は含まれないとされている''５１．

第３の要件は、当該施設において自主的な監

３現行の2000年改正による指針

1995年指針は、2000年に改正された'07)。この

2000年改正指針108)は、基本的には、９５年指針と

同じ内容のものであるが、この改正により、よ
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査により発見された環境法違反の事実が、連邦

環境保護庁へ21日以内に報告（開示）されるこ

とである'１６１。この21日以内に報告を行うという

要件は、当該施設が、その法違反を隠そうとせ

ずに、できるだけ早く環境法の遵守を達成しよ

うと誠実に努力していることを示す証拠となる

ものである］'7>･

第４の要件は、このような違法事実の発見と

報告（開示）が、当該企業により自主的に明ら

かにされたものであり、第三者により明らかに

されたものではないというものである。逆に、

行政機関や第三者が、行政手続や訴訟において、

このような違法事実を、証拠開示（discovery）

と開示（disclosurdなどによりすでに明らかに

していた場合には、この自主的な発見と報告（開

示）を求める要件は満たされないことになる､8)。

また、環境市民団体が、連邦環境法の市民訴訟

条項に基づく訴訟を提起する意思を通知した場

合や、当該企業において、内部告発により違法

事実が発覚した場合なども、この自主性の要件

が満たされないことになるu，)。

第５の要件は、当該施設において、環境法違

反の事実が発見された場合には、その日から６０

日を超えない期間内に、できるだけ迅速に、そ

の問題の修正および修復措置を開始することで

ある'20)。そして、当該施設は、このような修正

や修復措置が完了した後、適切な連邦政府機関、

州政府機関、地方公共団体に対して当該違反行

為を修復したことを書面により証明する義務を

負っており、これにより説明責任を果すことに

なる'21)。

第６の要件は、当該施設が、再発防止措置を

とることである'22)。この再発防止措置には、当

該施設の環境監査、情報開示努力、遵守管理シ

ステムの改善などが含まれる'鋼)。

第７の要件は、当該施設が、本指針における

罰則に関する免除を受けるためには、過去３年

間において同じ施設で同一の、または類似の違

反を犯していないことである1割。もしも、当該

施設が、複数の事業所からなる企業の一部であ

る場合には、同一の違反または類似の違反が、

これらの複数の事業所において、過去５年間起

きていないことが要件となる'25)。

第８の要件は、自主的な監査により発見され

た環境法違反の事実により、環境への重大な危

害をもたらして損害を引き起こさなかったこと、

または、市民の健康や環境に対して緊急かつ重

大な危険を引き起こすような損害を生じさせな

かったこと、である'2`)。

最後の第９要件は、連邦環境保護庁が本指針

をどのように当該施設へ適用するかを決定する

ために、当該施設が、連邦環境保護庁に協力し

て`情報を提供することである'")。この要件によ

り、当該施設は、関連する証拠を隠したり、漣

減するなどの行為を行うことができなくなるの

である'28)。

３指針における３つのインセンテイブ

現行指針は、規制対象となっている施設が、

上記の９要件を満たした場合には、①民事罰を

減額あるいは免除すること、②刑事訴追手続を

控えること、および、③定期的に環境幣杏報告

書の提出を求めるのを控えること、という３つ

のインセンティブを付与している'２，１。企業にと

っては、このようなインセンティブは、決して

小さなものではない。以下、これらの３つのイ

ンセンティブについて、概説する。

ａ民事罰の減額・免除

第１のインセンティブは、違反者の行為態様

に応じて課される段階的な制裁的民事罰を、段

階的に減額または免除するというものである'30)。

通常、この制裁的民事罰は、違反者が当該違

反を犯すことで競争者と比較して得られた経済

的利益と等しい金額を民事罰として課すもので

ある'31)。このような制裁的な民事罰を課すこと

により、規制対象施設は、環境法を遵守しない

ことで経済的利益が失われることから、環境法

を遵守する方向に向かうとともに、環境法を遵

守している企業にとっては、公平な競争が確保

されるというメリットがある'32)。

ｂ刑事訴追の回避

第２のインセンティプは、上記の環境監査に

関する９要件を満たした場合には、連邦環境保

護庁は、連邦司法省への刑事訴追手続を行わな
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いというものである１劃。

しかし、このインセンテイブの適用には、２つ

の例外が存在する'劃)｡その第１は、このインセン

ティブの適用を受けるためには、上記の９要件

を満たすことに加えて、当事者たる企業に、「潜

在的に帰責性のある行為（potentiallyculpable

behavior)」がないという証拠が必要となる135)。

このような証拠とは、たとえば､当該施設が、故

意に、または、悪意で法を犯したのでないとい

う証拠を意味する。第２が、当該違反により重

大な被害を引き起こしたか、あるいは､今後、当

該違反により緊急かつ重大な危険を人の健康ま

たは環境にもたらす可能性がある場合には、こ

のインセンティプは適用されずに、刑事訴追手

続がなされる可能性が高いというものである'36)。

た被用者の数とその地位、および、その明白性、

重大性、期間、頻度、⑤規制遵守プログラムに

違反した被用者への効果的な懲戒システムの存

在、および、⑥進行中の違反に対する改善努力

の程度、であるMOI。しかし、その一方で、この

司法省による指針においては、情報秘匿特権の

付与は認められていない。

第５章連邦法制定に関する提案

環境経営監査の重要性は、米国においても、

十分認識されている。しかし、米国の企業は、

監査の結果としてもたらされる環境情報が、訴

訟等において証拠開示されることをおそれて、

その導入をためらってきた。コモンローにおけ

る３種類の情報秘匿特権は、このような環境情

報を秘匿するには必ずしも有効に機能せず、産

業界のロビー活動により成立した州法としての

環境監査情報秘匿特権付与法も、連邦環境法の

下では無力である。さらに、連邦環境保護庁と

連邦司法省による環境監査に関する指針では、

民事罰の軽減や訴追手続を行わないといったイ

ンセンティブが与えられているものの、情報秘

匿特権は十分に認められていない。

このような状況において、米国の環境法学者

のなかには、環境経営監査の普及の阻害要因を

取り除くために、連邦環境保護庁による監督と、

企業が環境情報を毎年公開することを条件とし

て、連邦法において、環境経営監査に伴う自己

分析に関する情報秘匿特権を付与する立法を制

定するべきであると提案する者もある“')。たし

かに、連邦法において、環境経営藍杏により明

らかになった情報に自己分析に関する情報秘匿

特権を付与すれば、企業は環境経営購杏の導入

に踏み切ることができるとともに、これを連邦

環境保謹庁の監督下で実施すれば、環境法によ

る行政コントロールが崩壊する恐れもない。

連邦議会でも、自主的な環境経営監査を促進

するためのさまざまな法案が提出されてきた。

これらの法案では、環境監査に伴う自己分析に

基づく情報秘匿特権と限定的な免責の付与が目

的とされている'42)。しかしながら、これらの法

案は、結局のところ、委員会での審議段階で廃

ｃ定期的な監査報告書提出義務の回避

第３のインセンティブは、連邦環境保護庁が、

過去においては、執行手続に必要となる調査の

開始の端緒となってきた定期的な監査報告書の

提出を要求しないという点である'卸。

ただし、この第３のインセンティブには、一

定の限界がある。たとえば、当該企業による環

境法違反に関して、同社が提出した情報とは別

個の独立の証拠がある場合には、連邦環境保謹

庁は、当該違反の程度と性質、および、違反の

帰責性の程度を決定するために以前に開示した

監査報告書を要求するかもしれないという点で

あるI麹)。

Ｃ連邦司法省指針

連邦司法省も、1991年に、自主的な環境藍脊

または報告（開示）についての環境犯罪に関す

る刑事訴追手続指針を発行している'３，)。この連

邦司法省による指針も、自己監査と自主的な情

報開示を促進することを目的として、この目的

が充足される場合には、訴追等の面で一定の配

慮をなすという内容となっている。

この連邦司法省による指針において、不起訴

処分とされるために考慮される要素とされてい

るのは、①環境刑法違反の自主的開示、②捜査

に対する協力、③環境法遵守プログラムと違反

防止プログラムの実施、④違法な活動に関与し
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案となり、議院における議論の対象にまで至っ

たものは存在しない。たとえば、2001年にも「自

主的環境自己評価法（VOhmtaryEnvironmental

SelfLEvaluationACt)」と題された法案が下院に

提出されたが'③、審議段階でとまってしまった。

連邦議会は、これまでのところ、環境経営幣杏

の規制改革に関するいかなるコンセンサスにも

達していないと言えよう。

'よ、原則として提出義務があるものとされ、あ

とは、これに対する適用除外が規定されるとい

う、文書提出義務の拡大がなされたのである。

このような証拠開示手続の改善により、わが国

の民事訴訟における文書開示請求のあり方が、

かなり米国のものに近づいたものになったと評

価できる。

このことは、逆に、米国企業が環境経営鴎香

について直面した課題を、わが国においても格

付けすべき段階に来ていることを意味している。

法的には、現行民事訴訟法220条４号の定める文

書提出命令についての除外事由と、これに関す

る判例法理が、環境経営監査により明らかにな

った企業内部の情報に、どのように適用される

のかを検証する必要があることを意味している。

この点が明らかにならなければ、わが国におけ

る実質的な環境経営監査の展開が阻害される恐

れがある。また、産業界が、これまでの判例法

理に不安が残るという見解に傾くのであれば、

米国のように文書提出命令の例外として、企業

内環境情報の秘密保持を図る立法を制定するか、

環境省に何らかの行政指針の策定を求める等の

運動が必要となろう。

以下では、まず、現行の民事訴訟法220条４号

の定める文書提出命令の規定を確認した後、２２０

条４号の除外事由の中で、特に企業の環境藍杏

情報にかかわるものを概説する。そして、これ

らの除外事由が、①環境法遵守監査、②環境サ

イト監査、③環境経営監査情報に対して、どの

ように適用されることになるのかを検討する。

その上で、わが国においても、米国のように立

法等により、情報秘匿特権や免責を付与すべき

か否かを考察する。

なお、本稿では、この問題を民事訴訟法上の

Ｉ情報開示制度に焦点を当てて検討することから、

証言に関する問題や、刑事訴訟法上の問題、さ

らには、弁護士の守秘義務にかかわる弁護士法

23条（秘密保持の権利及び義務)、刑法134条（秘

密漏示罪)、弁護士職務基本規程23条（弁護士の

秘密の保持義務)、同56条（共同事務所における

秘密の保持)、同62条（弁護士法人における秘密

の保持）については扱わない噸)。

第６章わが国における企業の環境監査情

報と、これに対する文書提出命令

の申立てとその除外事由の検討

Ａはじめに

これまで見てきたとおり、米国では、環境経

営監査の導入を促進する過程で、証拠開示手続

における広範な文書開示義務がネックになって

きた。そして、この問題に対処するための州法

が制定され、連邦政府機関による行政指針が策

定されるにまで至っている。

わが国の環境保護法制は近年著しい充実をみ

せており、企業による環境経営監査の導入も進

んでいる。それでは、日本企業は、米国企業の

ように、訴訟における証拠開示手続において、

環境経営監査により明らかになった自社に不利

な内部の環境情報が開示されることを恐れる必

要がないと言えるのであろうか。また、なぜ、

この問題についての法律論文や判例が、十分に

蓄積されていないのであろうか。

従来、わが国において、環境経営驍杏により

明らかになった企業内部情報に対する文書提出

命令の申立てや、その適用除外事由の適否が正

面から問題とされてこなかったのは、旧民事訴

訟法における消極的な証拠開示手続制度に、そ

の原因があったと言えよう。旧民事訴訟法の下

においては、企業・私人が所持する文書につい

ては原則として提出義務はなく、旧民訴法312条

が列挙する事由に該当する場合に、限定的にか

かる義務を課しているにとどまっていたのであ

る'"〕。

しかし、1998年１月に施行された現行の民事

訴訟法により、事情は大きく変った。現行法の

220条４号において、企業や私人が所持する文書
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て、その提出を命ずることを裁判所に申立てを

することができる。220条において、この文書提

出義務は、一般義務に近いものとなっている。

民事訴訟法181条１項では、受訴裁判所が、取

調べの必要性をその裁量により判断できるとも

のとされている。このため、文書開示命令の申

立てが適法なものであっても、合理的な理由が

ある場合には取調べの必要はない。その必要が

あることは、申立人が主張立証する責任を負っ

ている。

申立人は提出義務の存在の主張立証責任を負

っているので、民事訴訟法220条の1号ないし３

号の該当性、あるいは4号該当性および除外事由

の不存在を主張立証しなければならない。この

4号の除外事由については、申立人が一応立証し

たときは、相手方が反証する責任を負うものと

考えられる。

受訴裁判所は、文書提出命令の申立てがなさ

れた場合、その申立が要件を充足しているかを

審査する。220条４号における除外事項に該当す

るか否かを判断するために必要がある場合には、

236条６項が定めるようにイン・カメラ手続を行

うこともできる。また、223条１項後段が定める

とおり、提出命令の対象となる文書の範囲を、

全部とすべきか一部に限定されるべきかも、検

討の対象となる。そして、223条１項前段にある

ように、受訴裁判所が申立てを理由があると判

断するときは、決定で当該文書の所持者に対し

てその提出を命ずることになる。これとは逆に、

受訴裁判所が、理由がないと判断した場合には、

却下決定がなされる。

文書提出命令が確定した場合には、文書所持

者は、当該文書を受訴裁判所に提出する義務を

負う。他方、224条１項は、文書所持者が文書提

出命令に従わない場合には、受訴裁判所は、当

該文書の記載に関する申立人の主張を真実と認

めることができると定めている。同条３項は、

さらに、申立人が当該文書の記載について具体

的主張をすること、および、当該文書により証

明すべき事実を他の証拠により証明することが

著しく困難であるときは、裁判所は、その事実

に関する相手方の主張を真実と認めることがで

きるとする。このため、文書所持者が文書提出

Ｂ民事訴訟法における文書提出命令

民事訴訟法における文書提出命令に関する法

理は、これまで環境法の概説書や論文において

ほとんど扱われてこなかったことから、ここで

概観することにする。

１条文

文書提出義務について定めた民事訴訟法220条

は、以下のように規定している。

「次に掲げる場合には、文書の所持者は、その

提出を拒むことができない。

１．当事者が訴訟において引用した文書を自ら

所持するとき。

２．挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又

は閲覧を求めることができるとき。

３．文書が挙証者の利益のために作成され、又

は挙証者と文書の所持者との間の法律関係に

ついて作成されたとき。

４．前３号に掲げる場合のほか、文書が次に掲

げるもののいずれにも該当しないとき。

イ文書の所持者又は文書の所持者と第196条

各号に掲げる関係を有する者についての同

条に規定する事項が記載されている文書

ロ公務員の職務上の秘密に関する文書でそ

の提出により公共の利益を害し、又は公務

の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある

もの

ハ第197条第１項第２号に規定する事実又は

同項第３号に規定する事項で、黙秘の義務

が免除されていないものが記載されている

文書

ニ専ら文書の所持者の利用に供するための

文書（国又は地方公共団体が所持する文書

にあっては、公務員が組織的に用いるもの

を除く｡）

ホ刑事事件に係る訴訟に関する書類若しく

は少年の保護事件の記録又はこれらの事件

において押収されている文書｣。

２文書提出命令に関する原則と効果

上記の条文から明らかなように、挙証者は、

自己が所持しない文書について、提出義務を負

う所持者（相手方当事者または第三者）に対し
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命令に従わない場合には、敗訴に結びつく重大

な結果を招くことなる。また、このような法的

効果は別にしても、文書所持者が文書提出命令

に従わない場合、受訴裁判所の心証に事実上強

く影響する可能性は高いと言えるであろう'46)。

の」の意味について「一般に知られていない事

実のうち、弁護士等に事務を行うこと等を依頼

した本人が、これを秘匿することについて、単

に主観的利益だけではなく、客観的にみて保護

に値するような利益を有するものをいうと解す

るのが相当である」と判示している。

この最高裁判決の判示が意味するところは、

必ずしも明確ではなく、また、この除外事由に

基づく判例の蓄積が十分ではないことから、わ

が国における依頼者と弁護士との間のコミュニ

ケーションが、どの範囲で文書提出命令の申立

てから除外されるのかは、必ずしも明確ではな

い。しかしながら、このような文書の非開示に

関する目的は、日米の民事訴訟法において大差

がないと考えられることから、米国における弁

護士・依頼者間の情報秘匿特権法理の要件であ

る①依頼者と弁謹士との間のコミュニケーショ

ンの存在と、②その事務の依頼が、弁護士に対

して法的助言を得るためになされたこと、とい

う２要件はわが国においても妥当するものと考

えてもよいと思われる。また、米国の弁護士の

職務上の記録に関する非開示特権が、訴訟を予

期して作成された文書にしか適用されないとい

う点についても、同様に考えることができよう。

そうすると、わが国においても、環境サイト

監査や環境法遵守監査については、法的紛争の

発生を予測して外部の弁謹士に法的助言を求め

る場合には、文書提出命令の申立てに対して適

用除外を受けることができる場合があるものと

考えられる。その一方、一般的な環境経営驍杏

については、通常の営業活動の一部として恒常

的になされるものであり、法的紛争の発生を予

期して行われるわけではない等の理由により、

この適用除外を受けることは困難であろう。

また、環境監査をおこなう専門家として、わ

が国では環境監査人、環境コンサルタント、お

よび、公認会計士がこれをおこなっている事例

が多く見受けられるが、これらの専門家により

作成された文書が、４号ハが規定する弁護士等

の職務上の黙秘義務にかかわる文書として保護

されることはない。そもそも、４号ハが規定す

る197条１項２号の定める専門家は、「医師、歯

科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁

Ｃ除外事由（提出免除事由）と判例

民事訴訟法220条４号は、文書提出命令の対象

外とされる文書を規定している。これらの文書

が文書提出命令の適用除外とされているのは、

もしもこれらの文書の所持者に提出を命じた場

合に、重大な不利益が生ずる蓋然性が高く、文

書開示の結果として達成される裁判上の正義よ

りも、その不利益の保護を優先させるべきであ

ると考えられるためである。

この４号の除外事由のうち、環境監杏により

明らかになる企業内部の環境情報について適用

される可能性が高いものは、①４号ハが規定す

る197条１項２号の定める弁護士等の職務上の黙

秘義務と、②同じく４号ハが規定する197条１項

３号の定める技術または職業上の秘密に関する

事項、および、③４号二が規定する専ら文書の

所持者の利用に供するための文書（自己専利用

文書）であろう。このうち、②については、環

境関連技術にかかわるものへの適用は予想され

るものの、そのこと自体は、,環境経営監査とは

直接的に関係のあるものではない。また、環境

監査について、「職業上の秘密」という概念を拡

張してまで裁判における公平な裁判を実現すべ

き利益より優先する事態も想定しにくい。よっ

て、以下では、米国と同様に、環境経営購杳に

より直接的に問題なる情報にかかわる①および

③についての判例法理を確認することにする。

１４号ハが規定する弁護士等の職務上の黙秘

義務にかかわる文書

民事訴訟法220条４号ハが規定する197条１項

2号の定める弁護士等の職務上の黙秘義務の例

としては、訴訟の依頼者が秘密保持を前提にし

て弁護士に開示した文書を挙げることができる

であろう。最高裁は、最高裁平成16年11月26日

第二小法廷決定（平成16年(許)第14号）におい

て、民訴法197条１項２号所定の「黙秘すべきも
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護士（外国法事務弁護士を含む｡）弁理士、弁護

人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にあ

る者又はこれらの職にあった者」と制限列挙さ

れており、解釈論としてもこれを拡張すべきで

はない'４７)。また、最高裁判所平成13年２月22日

第一小法廷決定（平成12年(許）第10号）判時

1742号89頁では、証券取引法193条の２の規定に

よる監査証明を行った公認会計士又は監査法人

がその事務所に備え置く監査調書は、民事訴訟

法220条４号ロ（現ハ）による適用除外に該当し

ないとして、文書提出命令が出されている。

このため、予防法務的に、環境サイト監査や

環境法遵守監査にかかわる文書について、民事

訴訟法220条４号ハの文書提出命令に関する適用

除外を予定するのであれば、米国における環境

監査のように、弁護士主導のフォーメーション

に切り替える必要があるであろう。それでも、

環境経営監査により明らかになる企業内部の環

境関連情報は、この適用除外により十分には保

護されないが、実務では、できる手当ては事前

になすべきであろう。

しも明らかになっていないことから、現段階で

は実質的な要件として捉える必要はないと考え

られる'`，)。

この自己専利用文書に該当するか否かを判断

したわが国の判例では、銀行等の貸出稟議書に

ついて判断した上述の最高裁判所平成１１年11月

12日第二小法廷決定（民集53巻８号1787頁）が、

｢貸出奥議書は、専ら銀行内部の利用に供する目

的で作成され、外部に開示することが予定され

ていない文書であって、開示されると銀行内部

における自由な意見の表明に支障を来し銀行の

自由な意思形成が阻害されるおそれがあるもの

として、特段の事情がない限り、「専ら文書の所

持者の利用に供するための文書」に当たると解

すべきである」として、本来の一般要件からは

必要と思われる個別具体的な事`情を判断して比

較衛量することをせずに、特段の事情がないか

ぎり自己専利用文書になると判断されている。

このようなわが国の判例法理を前提にすると、

企業が、他者の所有する不動産や施設を購入す

る場合や、金融機関が不動産の開発に関して貸

付や証券化などを検討するときに、環境汚染の

有無などを監査する環境サイト壗杏をおこなっ

た結果として作成される企業内部文書は、銀行

の貸出稟議書と類似することから、個別の事情

に基づく利益衡量は必要と考えられるものの、

自己専利用文書として文書提出命令の申立てに

関する適用除外が認められる可能性が高い。ま

た、このような環境サイト監査により汚染が発

見された場合についても、この点について当該

不動産や施設の所有者・占有者について通知し

ておけば、当該汚染から生じる健康問題との関

係で当該汚染情報を開示すべきかどうかの比較

衡量は、第１次的にはその所有者・占有者に対

してなされるべきであると考えられる。

これに対して、企業が自社の環境問題につい

て監査をおこなう環境法遵守監査や環境経営騨

査により明らかにされた企業の内部文書も、自

己専利用文書として扱うべきであろうか。この

点について、わが国の利益衡量説､)に類似の要

件を課す米国の自己分析に関する情報秘匿特権

法理の下では、一般的に、この特権を環境経営

監査による情報に付与すると、環境法が目的と

２４号二が規定する自己専利用文書

民事訴訟法220条４号二は、専ら文書の所持者

の利用に供するための文書（自己専利用文書）

を文書提出義務の除外事由として規定している。

この除外事由は、個人のプライバシーの保護や、

個人・団体内部の自由な意思形成を確保するた

めのものである。

最高裁判所平成11年１１月12日第二小法廷決定

(民集53巻８号1787頁）は、この自己専利用文書

に該当するための一般的基準として、①専ら内

部の利用に供する目的で作成され、外部への開

示が予定されていない文書であり、②当該文書

が開示されると、プライバシーの侵害や自由な

意思形成が阻害されるなど、文書所持者に看過

しがたい不利益が生ずるおそれがあること、③

自己専利用文書であることを否定すべき「特段

の事情」がないこと、の３つの要件を挙げてい

る'48)。もっとも、この３番目の「特段の事情」

がないという要件については、最高裁は、今後

の予期し得ない事態に備えるための定型的な文

言として付加しただけであり、その内容は必ず
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する市民の健康の保護といった重大な公的利益

が損なわれることから、この特権の付与を否定

してきた。

わが国でも、環境法遵守監査については、そ

の結果として明らかになる内部情報が環境法令

に基づき作成義務のある文書である場合には、

文書の提出義務が肯定される可能性が高いとと

考えられる。なぜなら、現在の判例法理では､法

令により作成義務のある文書については、一般

提出義務が肯定される傾向にあるためである'５１)。

さらに、当該施設の公共性が高い場合や、住

民への健康についての影響が大きい場合につい

ては、より自己専利用文書に該当しないと判断

される傾向が高まるであろう。たとえば、産業

廃棄物処理施設操業等の差止めを求める訴訟事

件において、原告らが、被告施設が法律施行規

則の定める維持管理の技術上の基準を満たして

いないことを立証するために、被告に対して被

告施設の稼動状況に関するデータを記録した文

書について、文書提出命令の申立てをおこなっ

た事件において、当該文書は県等の行政機関の

立入検査に対して適切な説明ができるよう準備

しておく必要性に対応したものである点に照ら

すと、外部に対する開示が予定されているもの

と言え、また、本件施設の公共性などを考慮す

ると、自己専利用文書とはいえないと判断され

ている（福岡高決2003年４月25日判例時報1855

号114頁沖麺'。ただし、わが国における個別事情

に基づく比較衡量理論をとる判例法理の下では、

米国における判例法理のように、環境法のもつ

公共性の意味から一般的に自己専利用文書とし

ての扱いを否定することにはならないと考えら

れる。

最後に、環境経営藍杏により明らかになった

環境負荷情報については、わが国で自己専利用

文書としての取扱われるかどうかは、不明確で

ある。個別事情や、対象となる個別の環境法の

内容にも左右され、また、イン・カメラ方式に

よる受訴裁判所の判断なども積め重ねられる必

要もあろう。

以上、わが国において、環境サイト監査、環

境法遵守監査、および、環境経営驍杳により明

らかになった企業内部の環境負荷情報が、民事

訴訟法220条４号ハ、同号この下で文書提出命令

の適用除外事由に該当するか否かを検討してき

た。その中で、現在の判例法理と、米国法との

比較から、一応の筆者の予想を述べたが、今後、

この問題に関する判例が蓄積されなければ、明

白な答えを出すことはできない。

おそらく、実務上、最大の問題点になるのは、

土壌汚染対策法施行前に、企業が自社の所有・

占有する不動産＝や施設において土壌汚染が存在

するか否かについて環境サイト監査を行い、人々

の健康に影響を及ぼす汚染や、そうではなくと

も土地の減価につながる汚染（たとえば、油に

よる汚染）などが発見された場合の企業内部情

報であろう。このような汚染が、たとえ同法が

施行される前に、法定基準を満たす程度にまで

浄化されていた場合においても、近隣住民から

健康被害に関する不法行為訴訟が提起された場

合、このような環境サイト監査により得られた

‘情報は、文書提出命令の申立てにより開示され

るべきなのであろうか。受訴裁判所による取調

べの必要性に関する裁量判断や、インカメラ方

式の運用などと併せて、困難な問題が存在する

ものと考えられる。

注

ｌ）企業の環境保全活動やISO14000シリーズについ

ては多くの文献が存在するが、たとえば以下の

文献を参照のこと。園部克彦「企業による環境

マネジメントおよび環境会計システムの動向と

展望」自由と正義51巻５号24頁以下。

２）米国でも、一部の大企業は、ISO14001を導入し

ている。たとえば、自動車業界では、フォード

やＧＭは、ISOl4001を自社ばかりでなく、関係

納入業者等にも求めるようになった。Keith

Pezzoli,Ｅ"Ｗ、"ｍｅ"、ﾉﾉMα"ageｍｅ"rSysre腕ｓ

（EMS'３）α"dReg皿kJioび肋pmwJrio",36CAL.Ｗ、

Ｌ・REV､3351338（2000)．

３）個々の企業は、法的に開示が要求される環境情

報は、環境法遵守監査により、十分に把握する

ことが可能である。しかしながら、このような

法的遵守を超えた総合的な環境経営監査lこよら

、わが国における企業内環境監査情報の情報

開示に関する今後のあり方
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Davidson,ＰＪＷｊ/eges/ｂｒＥｍ'ｊｍ"me"jcJlAH〃sJ

ISM"ｍＲｅｑﾉﾉｙｌｈｅＷｍｌ?,４ｓ.Ｃ・ＥＮｖＴＬＬＪ、

１１１（1995)；EllenPageDelSole,Ａ〃Ｅ"viro〃

ｍｅ"ﾉﾛﾉAHdirPrivi化gefWharProleajo〃Ｒｅ‐

ｍａｊ"S城erEPA'sRe/ｃｃ"O〃ｑ/rﾉｌｅＰｒｉｖｊﾉegeS?，
４６CATTLU.Ｌ・REV､325（1997);RebeccaFiecht１，

Ｋ)ｍｗＷﾉie〃ｒｏＨｏﾉｄ‘emfﾉVj"imjzi"gDiscﾉ０－

ｓ”ＣＱ/ＣＯ'PomreE"W、"ｍｅ"!αﾉ'ﾉﾘbmm"o"，
３１ENvTLL､９５１（2001)；AllisonF､Gardner， 

B2yo"ｄＣｏｍｐﾉｉｑ"ceJRegHﾉｑｊｏびノ"Ce""ｖ２ｓｒｏ

Ｉｍｐﾉeme"ｒＥ"wro"ｍｅ"rαノノMα"age碗e"ｒｓｙｓ‐

Iems,１１Ｎ.Ｙ・ＵＥＩｗＩＬ･ＬＪ､662（2003);Peter

AGish,ＴｈｅｓｅゲCri"cαﾉＡ"αﾉｿsisPriW化ｇｅ

ａｍＥｍﾉiro"ｍｅｌｍＪｌＡｌｍｌＲ印or応,２５ＥＩｗＩＬＬ

７３（1995)；MichaelRayHarris,Ｐｒｏｍｏ""ｇ 

ＣＯｍ０ｍｒｅＳｅ炉ＣＯ”ﾉ､"cefA〃Ｅｍｍｉ"α"Ｏｎｑ／

なければ、企業は、継続的な環境施策を維持す

ることはできない。この点は、判例でも指摘さ

れているとおりである。See,ｅ､９，Siermqubv・

PublicServ.Ｃ０．，８９４Ｆ､Supp､1455,1460（Ｄ 

ＣＣ10.1995)． 

４）環境法遵守監査を超えて、総合的な環境経営監

査を実施した米国の企業は、その内部的な環境

監査報告書等の情報について、将来の民事裁判

において証拠開示請求がなされたり、刑事訴訟

において検察官が召喚状を出すときに利用され

る恐れがある。実際に、企業の内部的な環境監

査情報について、このような用い方をする可能

性のある主体としては、①連邦環境保護庁の刑

事捜査担当者、②連邦環境保讃庁の地区執行担

当者、③野生生物保譲庁などの他の連邦機関、

④州政府の環境問題に関する執行と許可を担当

する行政機関、⑤州の司法長官、⑥州および郡

の検察官、⑦地方公共団体の下水道公団等の行

政機関、③市町村、⑨市民訴訟の原告（典型的

には環境保護団体)、⑩ゾーニング委員会におけ

る聴聞の相手方、⑪不法行為訴訟における原告、

などが挙げられる。Ｓｅｅ,ＪａｍｅｓＴ.Ｏ，Reilly，

Ｅ"W”"ｍｅ"、ﾉAHdjrPrjlﾉﾉﾉegesfTﾉｉｅｌＶどeﾋﾞﾉﾉbr

LegimzriveRecog"i"o",l9SEIoNHAlLLEGIs.』、

119,124（1994)． 

５）EPAAuditPolicy,６５ＦｅｄＲｅｇ・ａｔ19,618

（2000)． 

６）ＳｅｅＵ・SDEPoToFJusITcE,FAcIuRsINDEcIsIoNs

oNCRIMINALPRosEcuTIoNsFoRENvIRoNMENndLL 

VIoIATIoNsINTHECoNIExToFSIGNIF1cAIvrVoし

uNTyIRYCoMPLIANcEoRDIscLosuREEFFoRTsBY 

TTmVIoLAToRs,９１４０花。i〃RestatementofPoucies
RelatedtoEnvironmentalAuditing,５９鹿ｄＲｅｇ、

38,455,38,458（1994)． 

７）この問題に関して、米国法の状況を検討したわ

が国の法律論文には、小森泰三「環境監査につ

いて」レファレンス515号25頁、拙稿「米国に

おける環埖購杏と法一特に情報開示と情報秘匿

特権・免責とのバランスについて－」行財政研

究49号２頁、および、米国弁謹士が実務上の観

点から書いた論文の翻訳であるルイス．Ａ・エ

バンズ、トリシャ.Ｌ・スミス「自発的環境監

査において企業秘密をどう保持すべきか」月間

国際法務戦略８巻４号12頁（1994年）がある。

８）本稿の執筆にあたり、米国における環境監査と

免責・情報秘匿特権については、以下の文献を

参照した。ChristinaAustin,ＳｒｑＪｅＥ"Wro"me〃

、ﾉＡ"dirPri1ﾉiﾉegeLdzwsJCZJnEPASri〃Ｓｍｒｅ
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ｒｈｅＤｅｂｑ花OverLegα/Pro花c"o"/brE"W、"

ｍｅ"、【Ａ"｡"s,２３EcoLoGYL.Ｑ､６６３（1996)；

RonnieP・Hawks，Ｃｏｍｍｅ"ＬＥ"Wro"men!αノ

ＳｅゲAJdd〃ＰｒｊＷ/egeα"ｄﾉ"1m"""y:Ａｉｄｒｏ

Ｅ'1/b7“me"'o｢ﾙﾉﾙ花rPmrectio",30ARIz､ＳＴ．

Ｌ・Ｌ２３５（1998);KarenHeyob,Ｏｈｊｏ'ｓⅣｅｗ

ＳｍｍｍぴＡ皿dilPrjWﾉegeJPmmo""ｇＥ"vjro"

ｍｅｌｌｒａｌＰｅﾜbrmq"ｃｅＯｒａＤｉｒ(yLj"ﾉeSecre姑

Ａａ?,２６CAP.Ｕ・ＬＲＥｖ､３７９（1997);Jennifer

LukasJackson,Ｅ､'jro"ｍｅ"｢αﾉＡ"djtPrjWﾉege 

LawJSjrjppi"ｇﾉﾉieP"6ﾉﾉc'sRjghlmKmw,４９ 
CLEv､ＳＴ.Ｌ・REV､５３９（2001);EIizabethM・

JaUey,PeterBryanMoor巴s,BrianLHenmnger，

ＧｏｕｄＰ､Maragani,Ｅ"vjro"ｍｅ"ｍｌＣｒｉｍｅｓ,３９ 

ＡM・ＣＲＩＭＬＲＥｖ､４０３（2002);ＣｒａｉｇＮ・John‐

ston，Ａ〃Ｅｍａｙｏ〃Ｅ"Ｗｒｏ"ｍｅ"ｒｑｌＡｌＪｄｊｒ

ＰｒｉＷﾉegesfTﾉｾｅＲｉｇ/lZProb！e"１，ノノｉｅＷｒｏ"ｇ

Ｓｏﾉｍｉｏ",２５ENvTL.Ｌ､３３５（1995)；ＪｏｈｎＰ、

Kaisersatt,ＣｒｊＰ?ui"αｊＥ'1/br“ｍｅ"【ａｓｑＤｊｓ‐

j"Ce""vemE"viro"me"rαﾉCO"ＷｉＱ"cαﾉJa 

FederaノＥ"ｖｉｒｏ"ｍｅ"'αノＡＢ４ｄ〃ＰｒｉＷｌｅｇｅｌｈｅ

Ｒｊｇｈ『Ａ"swer?,２３ＡＭＪ.ＣRIM.Ｌ､４０５（1996)；

PeterＰ．Ｋnight，Ｅ"cou4ragi"ｇＲｅｇﾛﾉａｒｅｄ 

Ｅ""liesroComPb》wilﾉｶFedemﾉＥ､'jro"ｍｅ"､ノ

Ｍα"｡(ZreSJTﾉｉ２ⅣGed/braFedeJ･ａﾉＥ"Wro" 

ｍｅ"'＠ﾉAlddi'Ｐ'℃/ec"o〃Ｓｍ“２３，３Ｎ.Ｙ､Ｕ､Ｊ・

LEGIs.＆PUB・PCL，Ｙ１２５（1999)；LisaKoven，

Ｃｏｍｍｅnt，ＴｈｅＥ"1ﾉiro"ｍｅ"'αノＳｃ(/LAHdir

Evjde""α〃ＰｒｉＷ化ge,４５ＵＣＬＡＬ･REV、１１６７

（1998);PhiUipLeahy,Ｔ/ｌｅＰｒｊＷﾉege/brMf 
Cri"ＣａﾉＡ"αlysjsj〃Ｓｒａｍｔｏびα"ｄＣｏｍｍｏ〃

Ｌａｗ,７DIcK.』・EIwTL.Ｌ＆PCL,Ｙ4９（1998)；

ＳｏｍｅｎｄｕＢ､Majumdar,Ｖｏﾉ皿"[α”Ｅ"vjro"

ｍｅ"、ﾉＣｏｍｐﾉ、"ceAuJd"ｊ"gJAPrimer,７ＦｂＲＤ

ＨＡＭＥＮｖｒＬ､ＬＪ､８１７（1996);MiaAnnaMazza， 

Comme"『,ＴﾉｉｅⅣewEWde""ｍｙＰｒｉＷﾉe8ejbr

E"ｙｊｒｏ"ｍｅ"『αノＡ皿djrRepOrtSノＭＱＡｊ"ｇＭｌｅ
Ｗｂ'qsrq/ｑＢｍＳｊｒ“"o",２３EcoLoGYL､Ｑ７９ 

（1996)；DavidMonsma＆JohnBuckley,ﾉＷ" 

Ｆｉ"α"cねﾉＣＯ'pomrePeﾉﾌﾞb""α"Ｃｅ:ｍｅＭｚ『ｅｒｊ－

ｑﾉＥ上jgesq/Socjqﾉα"。Ｅ"〃わ"ｍｅ"、/Ｄｉｓｃﾉo‐

s”e,１１UBAljT.』・ENvIL.Ｌ１５１(2004);ＰａＵｌａ

Ｃ・Murray，ノ"cﾉlj"ｇｒｏｗａｒ‘Ｅ"viro"ｍｅ"rαノ

RegwﾉqrolyRq/ｂｒｍ－ﾉＳＯＪｲ000:ﾉＷｃＡＡｄｏ 

ａｂｏⅣ『ﾉＶｏ仇ｍｇｏｒａＲｅｊ"ve""o〃７℃０！?,３７ＡＭ・

Bus・ＬＪ､3５（1999);JamesT､０，ReiUy,Ｅ､'iro"

ｍｅ"ｍｌＡＨｄｉｌＰ｢iviﾉegeSfTlleNeed/brLegiS‐ 

ノロ"veRecog""jo",l9SEmNHAILLEGIs.』､１１９

（1994)；ＥｒｉｃＷ・Ｏｒｔｓ＆PaulaCMurray，

Ｅ"PjrO"腕e"[αノＤｉｓｃﾉCs"ｒｅα"ｄＥＷｄＧ"〃α〃

ＰｒｉＷﾉe８２，１９９７ＵＩＬＬ.Ｌ､REV､１（1997)； 

SuzanneM・Par巴ntlLjAeOiﾉα"ｄＷｂｒｅｒｆＳｍ花ｓ

α"ｄＦｅｄｓＣｏ城o"［Ｅ"Wro"ｍｅ"'αノＳｅ峡
Ａ"dili"８，３１ＮＥｗＥＮＧ.Ｌ､REV､１３２１（1997)； 

KristinE・Reed,Ｔ｜ｉｅＥ便A,ＳＥ'ｗｊｍ"ｍｅ"〃ﾉAJUｴｶﾞｒ

Ｐｏ"ＣｙＪＡ花Ｓｊ７ｍ〃Ｂ“messesDjSUTdwz"mged?，
８DIcK.』・EIwIL.Ｌ＆PoEY299（1999);David

Sorenson,、/ＩＢＵ.S､Ｅ"Wro"ｍｅ"、ノＰ、［eaio〃

Age"Cy，sRece"ｒＥ)wjro"ｍｅ"､ﾉAuJdijmgPoﾉmy 
α"dPore""αノＣＯ､/ｉｌｊｃｔＭ′ifﾉlSmle-Creqted

E"ｖｊｒｏ"ｍｅ"lPaノＡ皿djjPrjvjﾉｅｇｅＬａｗｓ,９TuL・

ENvlLLJ､483（1996);John-MarkStensvaag， 
ＴｌｌｅＦｊ"ｅＰｒｉ"ｒｑ/ＳｍｊｅＥ"viro"ｍｅ"、ﾉＡ“ｉｒ

ＰｒｊＷ化８２３，１６UCLAJ､ENvTL.Ｌ､＆PCL，Ｙ６９

（1997/1998);PhilipWeinberg,"〃ｊｔＡｊ"'ｒＢｍ舵

…''：ＷｅＤｏ"'ｔﾉVeedA"ｏｔｈｅｒＰｒｉＷ化gesα"ｄ
ﾉ)、、""iesCﾉ､JSC/brEmWwlme"ｍｌＡ側｡『",22

10wAJ､CORP.Ｌ643（1997)． 

なお、企業が環境監査を行う場合に免責を認

める個々の州法に関する米国法紀要論文は多数

存在するものの、本稿では個別の州法の検討は

行わないことから、これらの論文については、

上記の参考文献から除外している。

また、日本語文献としては、伊藤眞「民事訴

訟法（補訂第２版)」（有斐閣、2003年）330頁

以下、石井薫「環境監査の展開一国際的動向を

視野に入れて－」経営研究所論集（東洋大学）

51号263頁、川端利治「守秘義務」塚原英治・

宮川光治・宮澤節生編著「法曹の倫理と責任

(上川（現代人文社、2004年）163頁、小森泰三

｢環境監査について」レファレンス515号25頁、

開本英幸「文書提出命令制度の梢造と最近の決

定価ト全日本検数協会（文121提出命令）事件（神

戸地裁平１６．１．１４決定労判868号５頁）を中心

として－」労働判例873号５頁、高橋－修

｢UpjohnCo.v・UnitedStates,“9ｕｓ､383,101
ｓ.ＣＬ６７７（1981)－弁護士・依頼者不開示特権

とWork-Product法理に関する連邦最高裁判決」

アメリカ法［1982］・261頁、田頭章一「産廃処

理施設燃焼データ文書提出命令即時抗告事件一

文轡提出命令はどのような場合に認められるの

か？（福岡高決2003年４月25日判例時報1855

号114頁)」INDUST19巻12号11頁、中島弘雅

｢文凹提出命令（２）－自己専利用文書（粟議瞥)」

別冊ジュリスト169号162頁、永野秀雄「米国に

おける環境監査と法一特に情報開示と情報秘匿
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特権・免責とのバランスについて－」行財政研

究49号２頁、原秋彦・佐藤安信「米国の秘密文

書不開示特権と日本の弁護士・弁理士へのその

適用」国際商事法務23巻４号353頁、ルイス.

Ａ・エバンズ、トリシャ・レスミス「自発的環

境監査において企業秘密をどう保持すべきか」

月間国際法務戦略８巻４号12頁を参照した。

９）ComprehensiveEnvironmentalResponse， 

CompensationandljabⅢ句Act,４２ｕｓ.Ｃ､§§

9601-75（2000)． 

10）See,2.8.,CARoLM・BoMAN,nlEDuEDmGENcE

DmEMMA:HowMucHIsENouGH?,ＩＮＥＮⅥRCN‐ 

MENmLAsPEcTsoFREALEsTmETRANsAcTIoNs 

（JamesB・Witkined.,1995）175.

11）Ｓ“,ｅ､8.,UnitedStatesv・FIeetFnctorsCorp.，
901Ｆ､2.1550,1558-59（l1thCir､1990)． 

12）米国では､1970年代と1980年代を通じて､環境汚

染を規則する多くの立法が成立した。これらの

立法の代表的なものとして、前述のCERClAに

加え、資源保全修復法（ResoumesConservation

andRecoverｙＡｃｔ,４２ＵＳＣ.§§6901-6992ｋ 

（2003))､や大気浄化法(qeanAirActl42U･Ｓｃ．

§§7401-7671ｑ（2003)）が挙げられる。これら

の立法の制定は、多くの米国企業が環境法遵守

監査を実施するきっかけとなった。また、１９７０

年に連邦証券取引委員会が、財務諸表等におい

て、環境関連情報の開示を促進させたことの影

響も大きい。同委員会が、このような政策をと

ったのは、一定の企業が、財務諸表等において、

巨額の環境債務を過小評価しており、それが株

式市場に影響すると判断したためである。

13）Ｓ“KevinMarkSmith,Preve"jmgDjscove7yq/・

ノ"rer"αノＩ"ve“igα〃o〃ＭｍｅｒｉｑﾉsJProjBcZj"ｇ

ｏ"BSCヴＦｍｍＯ"e'３０Ｗ〃Ｐｅｊｑｒｄ,６９J・KAN、

BARASS'N､28,31(Aug2000） 

14）ＫｅｉｔｈＭ・Casto＆TIffanyBillingsleyPotter，

Ｅ"ﾘﾉi、"碗e"ｍｌＡＨ或応fBarrie応,Opporm"iri“

α"daRecomme"dmio"’５HAsTINGsW.．N､Ｗ､J、

Ｅ１ｗｒＬＬ.＆PCL,Y233（1999)． 

15）Se2WALTERJ・HuELsMAN,THEAuDIToR,ｓＰＥＲ‐

sPEcTIvE,INTHEMcGRAwとＨＩＬＬＥＮⅥRoNMENTyNL

AuDITINGHANDBooK3-8（L､LEEHARRIsoNED.， 

1984)． 

16）ＳＥ２ＬＲ・JONES＆JoHNHBALDwIN,CoRPoR(TE

ElwIRoNMENTALPoucYANDGovERNMENTREGu‐ 

IAIToN52（SAMuELB・BAcHARAcHED.,1994)．

17）米国における環境経営驍脊システムが、将来に

おいて実施される可能性のある法規制に対応し

ようとする指向が強いのは、CERCLAが企業に

よる過去の土壌汚染に対して遡及的に適用さた

ことが大きい。See，ｅ､８．，UnitedStatesv・

NortheastemPhannaceuticalandChemicalOil， 

810Ｆ､2.726,733-34（8thCir・'986兆United

StatesuMonsantoC０．，８５８Ｆ､2.160,173-74 

（4thCirl988)． 

18）Seege"e、！JySy"mo3mm,LEARIⅣGSUSTAjIV‐
ＡＢ'ＬＪＴｙｆ７ｏｗａｒゴロノVarioJzaノＳｚＪｓｒａｊ"αbノビ

Deve/Qp腕emSmJjegy,10BuFF・ＥｌｗＴ,ＬＬＪ､6９，

９８－９９（2002/03);seeahoDonaldACa]nrand 

WilliamL・Thomas,ＤｅＷｓｉ"ｇａＣｏ腕pﾉiα"ce

SrrcJjegyU"｡e〃ｈｅノＳＯＩｷﾞ000Ｊ"rel"drio"ロノ

Ｅ"'ﾉjro"碗e"ｒＱノＭＱ"ageｍｅ"『Ｓｍ"`αrds，１５

PAcEEIwTLL・REV､85,151-53（1997);Magali

A・Delmas，Barrie1.3口"‘此Ce"〃ｖｅｒｏｒｈＢ

ＡｄＤｐ"o〃ｑﾌﾟﾉSOIｲO01ByFjrmsi"ｊｈｅＵ""ed

Smres，ｌｌＤｕＫＥＥＮｖＴＬＬ＆PCL,ＹＦ、１，３－４

（20001 

19）HLandisGabel＆BemardSinclairDesgagne， 

Ｍα"qgeriqノＪ"Ｃｅ"rivesα"。Ｅ"Wro"ｍｅ"rqJ

Compﾉﾉα"Ce,２４J､ENvTLEcoN.＆MGMT,２２９， 

２３２（1993)． 

20）SeeBenjammJ､Richardson,Ｅ"ljF""8Ｊ"３，，t‐ 

ｉｏ"αノノノpvesro'西ｉ〃Ｅ"ｗ、"ｍｅ"、ノReg"ノロrjo"Ｊ

ＳｏｍｅＣｏｍｐｑｒａｔｉｖｅｑ"。ＴﾉieorajcaJPe酒pec-

riyes,２８Ｎ.Ｃ､J・IntolL.＆Ｃｏｍ.Ｒe9.247,337

（2002） 

21）See,e､9.,WilliamLTYlomas,Tm/leGree"ﾉV巳xuJsJ

Fi"α"ciersα"dSzJsrqj"αbJeDeveﾙpme"',13 

GEO・IIvT，LENvTLL､REV､899,909（2001)．

22）RichardGruner,ＷｈｑｒＣｏｍｐ"α"ceReview 

AcmﾉilyDoesLj"gZJ"o〃Ｃｈｉﾉﾉ？２CoRPCoNDucr

）Ｑ,Winter1992,ａｔ38.secロノsoJohn-Mark

Stensvaag,ＴﾉｉｅＦｊ"ｅＰ７ｍｔｑｆＳｒａｒｅＥ"Wroか

ｍｅ"、/Ａ"djrPriW化g“,16ＵCIAJ・ENvTL噂Ｌ＆

PCL'Y69,72（1997/1998)． 

23）Ｏｈｉｏｖ・CECOSInt'1Inc.,５８３ＮＥ２ｄｌｌｌ８，

1119-20（OhioApp3dl990)． 

24）業界団体の中でも、ワシントンＤＣの本拠を置く

次の３つの業界団体が、連邦法および州法にお

いて、環境幣香情報免責特権法を制定するロビ

ー活動をおこなってきた。その第１は、1991年に

設立された法遵守経営政策グループ（Compli‐

anceManagementandPolicyGroup）である。

この団体には、全米林産物製紙協会（American

Forest＆PaperAssociation)、米国石油協会

（AmericanPetmleumlnstitute)、化学製造業者
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協会（ChemicalManufacturersAssociation)、

全国固形廃棄物管理協会（NationalSolidWaste

ManagementAssociatio､）に加え、個々の企業

として、ゼネラル・エレクトリック社（ＧＥ)、

モンサント社などの大手企業をはじめ、米国の

廃棄物処理会社の大手のであるウエイスト・マ

ネジメント社（WasteManagement）やブロー

ニング・フェリス・インダストリー社（BrowT1ing

Fmislndustries）などが加盟している。第２の

企業環境執行協議会（ComorateEnviron-menP

talEnfbmementCouncil）には、ＡＴ＆Ｔ社、ＢＦ

グッドリッチタイヤ社､キャタピラー社、クアー

ズ醸造社、デュポン社、ジョージア・パシフィ

ック社、ヘキスト・セラニーズ社、３Ｍ社、オー

ウェン・コーニング社、ファイザー社、ポラロ

イド社、プロクター．アンド・ギャンブル社、

ウェスチングハウス・エレクトリック社などが

加盟している。第３の環境監査改善連合

（CoalitionfbrlmproいedEnvironmentalAudits）

は、これらの３つの団体のうち、もっとも楓極

的な活動を行ってきた団体である。この団体に

加盟している企業等としては、ベル・アトラン

ティック社、ダウ・ケミカル社、ヘキストセ

ラニーズ社、ウエアーハウザー社、米国自動車

工業協会などがある。

25）SeeJOhn-MarkStensvaag,ＴﾉｔｅＦｉ"ｅＰｒｊ"ｊｑ／ 

SlmeEJzvjlwlJ?T2"、ﾉAz4z1jrPrjvjﾉＧ８“,l6UCLdL

JENvTL・Lb＆PorY69,7２（1997/1998)．

26）DavidADana,TAePerverseI"Ce""v“ｑ／ 

Ｅ"1ﾉﾉ、"melzmﾉAuIdit肋加川"ノリ,８１１０ｗＡＬ・REV、

969,971（1996） 

27）企業により現時点で利用されている化学物質の

うち、安全や環境への影響から行政上の規制を

受けているものは、ほんの一部にすぎない。環

境経営監査では、これらの行政法上の規制を受

けていないものの、将来規制を受ける可能性が

ある化学物質の利用状況などについても、その

情報が明らかになる。BradleyCKarkkainen，

ｈ１/bmmrjD〃ＡＳＥ"Wro"腕e"、/Ｒ２９脚/mio":Ｔｍ

ｑｍＰｅｊﾌﾟbmm"ceBe"ｃｌｌｍ”んi昭,Ｐ花CLI和orJo

ロノＶｇｗＰａｍ蝿腕?,89GEO､LbJ､257（2001)．

28）See,2.8.,qeanAirActh42US・ＯＡ.§7401（b）
（West20021 

29）Ｍ､Koran,ＯﾉｶｉＯＳｊｅ〃αＣ〃ｂＱ脚esrio"ｓＡｍｊｒ

Ｐｒｉｖ〃ｅｇｅＬａｗ，８０HIoENvTL．Ｌ､LETTER１０

（1997)． 

30）SeeJohn-MarkStensvaag,ＴﾉleFj"ｅＰｒｊ"ｊｑ/・

Ｓｍ花ＥＰｗｉｒｗｕｍＢ"、！AJJz！JrPrivjﾉegBs,１６ＵＣＬＡ

JENvIL.Ｌ＆PCL，Y69,74（1997/1998)． 

SeelNTERMmoNALSTyINDARDsORGANIzAIToN,Iso 

14000:ENvIRoNMENmLMANAGEMENTSYsrEMs 

§4.3.2.4（1996)． 

RonnieP・Hawks,Ｃｏｍｍｅ"ＬＥ"ｖｊｍ"腕e"rαノ

ＳｃゲAEddjrPriviにｇｅｑ"ｄＩｍ加脚"ｉひｆＡｉｄｒｏ

Ｅｍ/brceme"jorPoﾉﾉｚ４妃rPro花c"”,30ARIzST．

ＬJ､235,243（1998)． 

SeeUPjohnCo・v6UnitedStates,449Ｕ､Ｓ､383,

389（1981)．なおこの判決に関する日本語文献と

しては、高橋~修「UPjohnCov・UnitedStates，

449ｕｓ､383,101ｓ.Ｃt､677（1981）－弁護士・

依頼者不開示特権とWorkProduct法理に関する

連邦最高裁判決」アメリカ法［1982］・261頁が

存在する。

KarenHeyob，ＯＡｊｏ，ｓＮｅｗＳｒａｍｒｏｌｙＡ皿‘ｉｊ

ＰｒｉＷ/BgeFP｢omojj"ｇＥ"yim"ｍｅ"、ﾉPer/br‐

ｍα"ceoraDirtyLir"ｅＳｅｃ花応Ａａ?,２６CAP.Ｕ・

ＬＲＥｖ､379,391-93（l997l 

Civ.Ａ・No.88-6681,1989Ｕ､SDist､LEXIS

12267（E､Ｄ､PaOct､16,1989)． 

l994US､DisL,LEXIS7125（ＣＤ･CaLApr､12, 

1994)． 

SeeFED.Ｒ・CIVbP､２６(b)(3);seeロノJoHickman

v・nylor,329ｕｓ､495,508（1947)．

FED・ＲＣＩＶ､Ｐ､2６（b)(3)．

ｈｆ 

ＳｅｅＨｉｃｋｍａｎｖ・Taylor，３２９ｕｓ、４９５，５１１

(1947)． 

760Ｆ.2.292（Temp.Ｅmer・CLApp､1985)．・
951Ｆ.2.1414（3dCir1991)． 

〃・at1418.

ｍ・at1418-19.

ｍ､ａｔ1424-25,1429． 

SeeJohnCaMnConway,Note,ＳｅゲEWz！“"ｖｅ

ＰｒｉＷＪｅｇｅａｍｊＣｏ巾０，随COmP1jq"ｃｅＡｍｉ繭,６８

ｓ､CAL・ＬＲＥｖ､621,634（1995);“ｅａｌｓｏＮｏｔｅ，

T/lePrnノルgeq/SelfCr"“ﾉＡ"αb）sis,HARv､L

REv､1083,1086（l983l 

Seejd・

S2eBrCdicev・Docto巧Hospital,Inc.,５０Ｆ・ＲＤ、

249（,.，.Ｃ1970),鞭`ｗ”｡"ｍｐ.,479Ｅ２ｄ
９２０（ＤＣ､Cir､1973)． 

Banksv・Lockheed-GeorgiaCo.,５３Ｆ・ＲＤ､２８３

(N,ＤＧａ､1971)． 

Paytonv・NewJerseyTumpikeAuth6,148Ｎ.Ｊ

524,691Ａ2.321（1997)． 

GIangerv､NationalRR・Colp.,ｌ１６ＥＲＤ､５０７

31） 

32） 

33） 

34） 

35） 

36） 

37） 

38） 

39） 

40） 

41） 

42） 

43） 

44） 

45） 

46） 

47） 

48） 

49） 

50） 

51） 
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（E､Ｄ､Pal987)． 

52）Uoydv・CessnaAilcraftCo.,74Ｆ､ＲＤ５１８（E，

Ｄ､配､n.1977)．

531583N.Ｅ､2.1118(OhioCtcApp､1990). 

54）Seeidatl121. 

55）〃、

56）Seee､9.,UnitedStatesv・DexterCom.,132Ｆ・Ｒ

Ｄ､８（D・Connl990）（連邦議会の立法者意思

によれば、水質浄化法では、合衆国の水域に油

・や有害物質を排出することは認められないと規

定されており、この立法者意思と矛盾するよう

な効果をもつ自己分析に関する情報秘匿特権を

被告会社に認めることはできない);CPCInt'１，

Inc.ｖ・HartfOrdAccident＆IndemnityCo.,６２０

Ａ2.462（N､J・Super､1992）（環境法が目的と

する強い公的利益は、企業による環境問題に関

する内部的調査を保護する利益を上回るもので

ある);KoppersCo・MAetnaCasualtyandSurety

Co,847Ｆ・Supp､360（ＷＤ・Pal994）（スーパー

ファンド法上の責任に関する保険約款の紛争に

おいて、自己分析に関する情報秘匿特権を付与

することが、環境の改善を目的とする公的政策

を促進するという証拠はないため、環境法領域

においてはこの情報秘匿特権を認める理由はな

い);LouisianaEnvimnmentalActionNetwork，

Inc､vEvanslndustries,Inc.,No.95-3002,1996 

Ｕ,SDistLEJnS8117（June10,1996）（水質浄
化法に基づく市民訴訟において、原告が、被告

会社の企業内調査の結果を示す文書の開示を求

めた事件で、裁判所は、連邦第５巡回区において

は、自己分析に関する情報秘匿特権は認められ

ているとしながらも、刑事責任や民事罰までも

が課される可能性のある分野においてはこの特

権を適用することは政策的に認められるもので

はなく、かつ、このような環境監査情報は作成

された当初から秘匿されることが期待されてい

るとは言えない、と判示した)．

57）157Ｆ・ＲＤ､522（N､Ｄ･F1al994)．

58）〃・at524.

59）〃、

60）〃・at524-28.

61）169Ｆ・ＲＤ､695（S・ＤＧａ､1996)．

62）〃・at696.

63）〃､at699.

64）ＯＲ､REV,SDVT､ANN.§468.963（West2002)． 

65）EIizabethMJalley,PeterBryanMoores,Brian 

LHenninger,ＧｏｕｄＰ・Maragani,Ｅｍﾉ！)ｗＩｍｅ"

ねﾉCmnBs,39AM・CRnbLLREv､403（2002)．

66）ＳｅｅＡＩ｣lsKASIyYT.§9-25-450t０４９０（Michie 

l999）；ARK､CoDEANN．§8-1-301ｔ０３１２ 

（Michiel997);CoLo・REV､ＳｍＴ・ANN.§13-25-

126.5（Westl997)；IDAHoCoDE§9-340, 

（Supp､1999);415IIL・CoMP・SI7vr・ANN.§5/52.2

（Westl996);IND・CoDE・ANN.§13-28-4-1t０１０

（Westl998)；ＩｏｗＡＣｏＤＥ§455k.３（Supp、

2000);KANSIylT・ANN.§§60-3332t060-3339

（1995)；ＫＹ・REV.ＳTAT・ANN.§§224.01-040

（BanksBaldwinl995);MIcH・CoMP､lAwsANN．

§324.14802（1999);MINMSIwr・ANN.§§ll4C、

２０tｏｌｌ４Ｃ３１（Westl996);MISS､CoDE･ANN． 

§49-2-2（1995);MoNTCoDEANN.§75-1-

1204（1999）（expiresOct､1,2001);NEB､REV・

Ｓｍ､ANN.§§25-21,254t025-21,264（Michie 

Suppl999)；NEv・REV・ＳｍＴ.§40-445C､１１０

（1997);Ｎ､Ｈ・ＲＥＶ.Ｓ１，.ANN.§147-E:３（Supp、

1999);OmoREvCoDEANN.§38-3745-70to７３ 

（Westl999)；ＯＲ・REV・ＳＴ(、§36-468.963

（1995);ＲＬＧＥＮ､ＬＡＷＳ§42-17.8-3（Supp･ 

’999);Ｓ・CCoDE・ANN.§48-57-30（Law､ＣＯ‐

ｏｐ､Suppl999);Ｓ､Ｄ・CoDmEDIAws§§1-40-

３３t01-40-35（MichieSuppl999);TEx・CoDE・

ANN．§71-1-4447(c)(c)(Westl995);ＵＷｌＲ 

ＥⅥ､､508（Michiel997);VACoDEA1vN.§10.1-

1198（Michiel996);WYo・SmYr・ANN．§3５－１１－

１１０５（MiChiel996） 

67）See,ｅ､8.,IDAHoCoDE§9-809（Supp､1999） 
（違反が開示され、かつ、修復される限り、行政

罰、民事罰、刑事罰からの完全な免責を認めて

いる);TEx・CoDE・ANN.§71-1-4447ｃ（West

l995）（同様の規定)．

68）See,ｅ､9.,CoLQREv､SmT・ANN.§13-25-126.5
（３）（Westl997）（企業の環境藍杏により法令

違反が発見された場合、当該違反を州当局に開

示し、かつ、当該違反を即座に修復する限りに

おいて、情報秘匿特権を力3認められる)．

69）SeeBradleyCKarkkainen,、/brmajjo〃ＡＳ

Ｅ"Wro"ｍｅ"'αﾉRegHjα"o"ｆＴＷｑ"ｄＰｅﾉﾌﾞb｢‐ 

、α"ｃｅＢｅ"chmqrki"９，PrecⅢｒｓｏｒｒＯａノＶｅｗ

Ｐａ池digm?,89GEO､ＬＪ､257（2001）ａｔ284.

70）See,ｅ､９．，０R・REV.ＳTAT.§36-468.963（１）

（1995);OHIoREvCoDEAIvN.§38-3745.71（A） 

（Westl999)． 

71）OHIoREMCoDEANN.§38-3745.71（A)(West 

l999L 

72）OHIoREv・CoDEANN.§38-3745.71（Ｃ)(5)

（Westl999)． 
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73）See,ｅ､８．，０R､REv6SIyYT.§36-468.963(3)(c） 

（1995);OHIoREv・CoDEANN.§38-3745.71（E）

（Westl999）；ARK・CoDEANN．§8-1-310

（Michiel995)． 

74）ＳＥe〃、

75）ＯＲＲＥＭＳＩＹｌＴ.§36-468.963(3)(c)(1995)． 

76）See,e､8.,41511LCoMPSmT､5/52.2（i)(1998） 

（｢環境監査報告書」との表示が要件とされてい

る)．

77）ＯＨＩｏＲＥＭＣｏＤＥＡＮＮ.§38-3745.71（C)(12） 

（a)－(b)(Westl999l 

78）ん1

79）TEx・CoDE､ANN.§71-1-4447cｃ(4)(d)(West

l9951 

80）“ 

81）See,ｅ､8.,OHIoREv・CoDEANN.§38-3745.71
（C)(Westl999） 

82）ＯＲ・REV､SIyYT.§36-468.963(3)(c)(1995);４１５

１LL・CoMP・SIAT・ANN.§5/52.2（｡)(2)(West

l996l 

83）ＯＲ・REMSI7vT.§36-468.963(3)(c)(A)－(D）

（1995);415IlLCoMRSI7lT・ANN．§5/52.2（d）
(2)(A)－(C)(Westl996)． 

84）AlecZacaroli，Ｉ３ＳｒａｒｅＡＪ４ｄ〃ＬａｗｓＨａｖｅ

Ｐｒｏｂ化ｍｓＥＰＡＳａｙｓｊ〃０，ﾉi"i"ｇＰｏﾉﾉcy/br

Regjo"３，２８ENv，ＴＲＥＰ．（BNA）１４２１（Nov､21, 
1997） 

85）ＳｅｅＴｉｍｏｔｈｙＡ・Wilkins＆CynthiaAM、

Stroman,ＤＣﾉegqrio〃ＢﾉﾋJckmzzﾉﾉ:EPA，ｓＵｌＦｅｑ／
ProgrqmDeﾉegarjo〃ｌｏＣｏｍｂｑ’Ｓ'ｑｊｅＡＺ《dil

PriWﾉｅｇｅＳ'αmres，１９９６Ａ．Ｂ、Ａ、SEC．ＮAT・

REsouRcEs,ENERGY＆ENvT,LLANNuALRcRA／ 

CERcIA＆PRIwYTEIJITG・UPDATE,ａｔ11.

86）４２ｕｓ.Ｃ7401-7671（1994)． 

87）〃､7414.

88）FederalWaterPollutionControlActAmend‐ 

mentsofl972（CWA)ｂ３３ＵＳ.Ｃ・’251-1387

（1994)． 

89）〃・'318（a)．

90）４２ＵＳ.Ｃ､6901-6992ｋ（1994)． 

91）〃､6927（a)．

92）See,ｅ､８．，３３ｕｓ.Ｃ､１３４２（b)(2)(B)(1994） 

and40CF.Ｒ123.26（c)(1995)(水質汚染防止

プログラム);42ＵＳ.Ｃ､6926（b)(1994）ａｎｄ４０

ＣＦ.Ｒ271.15（c)(1995)(有害物質処理プログ

ラム)．

93）“6927（b)(1);C1eanAirAct,42ｕｓ.Ｃ､7414 

（c)(1994);CWA33US.Ｃ､1318（b)(1994)． 

94）See,ｅ,8.,ARK､CoDEANN､8-1-303（b)ｉ８－１－ 

３０５（Michiel987);ＷＹｑＳｍＴ､ANN､３５－１１－ 

１１０５（c),35-11-1105（｡)(Michiel977)． 

95）AlecZacaroli，ノゴＳｍｒｅＡｕＪｄｊｔＬｑｗｓＨａｖｅ

ＰｒｏｂにｍｓＥＰＡＳａｙｓｉ〃０ｍﾉﾉ"j"ｇＰｏ"cy/br

Regio"s,２８ＥＷＴＲＥＰ．（BNA）1421,1422 

（ＮＯＭ21,1997)． 

96）See33US.Ｃ､1319（a)(1)-1319（b),1342（i） 

（1994)(CWApmvisions);４２ＵＳＣ､6928（a） 

（1994)(RCRApmvisions);42ＵＳＣ､7413（a） 

（1994)(CleanAirActprovisions)． 

97）OvelﾌﾟWi"ｇｑ/SmreAam"sﾉｦ､"pe応旦'19αive‐
nessq/AzJdYrl孔JWS,Ｓｅ"αmrSq)ＩＦ,28ENv,TREP．

（BNA）１３４９（Nov､7,1997)．コロラド州の担当

官は、連邦環境保護庁が、州立法を改正させよ

うとする意図で重複的訴訟を行ってきたと述べ

ている。〃印

98）EnvironmentalAuditingPolicyStatement,５１ 

ＦｅｄＲｅｇ２５,004,25,004quly9,1986)．この

1986年指針の概略については、小森泰三「環境

監査について」レファレンス515号25頁、特に

その33頁以降を参照のこと。

99）〃・at25,007.

100）SeeDavidSorenson,ｍｅＵ.S,Ｅ)wim"me"、ノ

Prorec〃o〃Age"Cy，ｓＲｅｃｅｍＥ"vjro"ｍｅ"ｊｑノ

ＡＩ０`irj"ｇＰｏｌｉｃｙα"ｄルノe"[ｊαﾉＣＯ城icZwirﾉｶ

Ｓ/ｑｌｅ－ＣｒＢｑｒｅｄＥ"wro"ｍｅ"、ﾉＡ"“rPrjv雌ｇｅ
ＬｆＪｗ,９TULENvTL､ＬＪ､483,486（1996)． 

101）hf 

lO2）IncentiVesfb｢SelfPolicing:Discovery,Disc妙

sure,CorT℃ctionandPrwentionofVIolations,６０ 

ＦもdReg､66706（1995)．

103）、fat66,706-07.

104）ⅣｅｗＦｅｄｅｒａｌＡＪ４ｄｉ『ＰＣﾉｉｃｙＬｅａｄｓ７６Ｃｏｍ‐
ｐα"jesjoDiScﾉｏｓｅＥ"vjm"ｍｅ"〃ノＷｏﾉα"o"３，

ＥＰＡＳａｙｓ,２７ＥＩｗｏＴＲＥＰ．（BNA）７８４（Au9.2, 
1996)． 

105）Evaluationof“IncentivesfOrSelf-Policing： 
Discovery,Disclosure,CorTectionandPreven‐ 

tionofViolations，，PolicyStatement,Proposed 

RevisionsandRequestfbrPubUcCommenL64 

FmRe9.26,745,26,747（May17,1999)鈩

106）〃､at26,747.

107）EPAFlnalPoUcyStatementonlncentivesfbr 

SelfPohcingDiscovery,Disclosurc,ColTection， 

ａｎｄＰｒｅventionofViolationsSignedApril3, 

2000,DailyEnVtRep．（BNA)(Apr､7,2000)． 

108）EPAFYnalPolicyStatementonlncentivesfbr 

Hosei University Repository



9３ 

141）SeeEricW・Orts＆PaulaC・MuITay,Ｅ"Ｗｍ〃

ｍｅ"'αノＤｉｓｃﾉo”ｒｅα"ｄＥＷｄｅ""α'ｙＰｒＭﾉege，

l997UllLLREv61（1997)．これとは逆に、州

の環境監査情報秘匿特権付与法は不要であると

して、,連邦環境諸法における報告義務の対象を

拡大するか、環境経営鰐査に伴う情報秘匿特権

の利用を禁止する連邦法を制定すべきであると

する論者もいる。SeeJenniferLukasJackson，

Ｅ､ﾉi、"me"、ﾉAmilPrjvjﾉegemws:Ｓｍｐｐｍｇ

ﾋﾞﾉlePmb"c，sRjgﾉｌｔｍＫ)tow,49CIEv・Ｓｒ､ＬＲＥｖ、

539,554（2001)． 

142）sees､582,104unCong.（1995);Ｈ､Ｒ1047,104m 

Cong．（1995);Ｓ､866,105uCong．（1997);Ｓ、

1332,105n℃0,9.,2dSess6（1997)． 

143）ＨＲ３５２,lO7ihCo､9.,1α・Sess．（2001).Ｈ・Ｒ

352,107uCong.,1創・Sess．（2001)．

144）たとえば、弁議士と依頼者とのやりとり関す

る民事訴訟法上の秘密性の保護をとっても、旧

民事訴訟法281条により弁理士の証言拒絶権に

ついては明文の規定が存在するが、文書提出に

関しては、同法312条において文書提出に関し

て免責される旨の明文の定めが存在せず、また、

同法312条による文書提出義務への類推適用を

明白に認めた判決も存在しなかった。原秋彦・

佐藤安信「米国の秘密文瞥不開示特権と日本の

弁護士・弁理士へのその適用」国際商事法務２３

巻４号353頁。

145）弁譲士の守秘義務については、以下の文献を

参照のこと。川端和治「守秘義務」塚原英治・

宮川光治・宮澤節生編著「法曹の倫理と責任

（上)」（現代人文社、2004年）163頁。

146）この文書提出命令に関する一般原則化と除外

事由については、開本英幸「文書提出命令制度

の樹造と最近の決定例一全日本検数協会（文書

提出命令）事件（神戸地裁平１６．１．１４決定労

判868号５頁）を中心として－」労働判例873号

５頁が、全体像をまとめたわかりやすい解説をし

ている。

147）伊藤域「民事訴訟法（補訂第２版)」（有斐閣、

2003年）330頁以下。

148）また、最高裁判所平成16年１１月26日第２小法

廷決定（平成16年（許）第14号）においては、

破綻した損害保険会社の旧役員等の経営責任を

明らかにする目的で、金融監督庁長官の命令に

基づき保険管理人が設置した弁誠士及び公認会

計士による調査委員会の調査報告醤は、内部で

利用するために作成されたものではなく、１日役

員のプライバシーにかかわるものでもなく、さ

SelfPoncingDiscovely,Disclosure,CorTection， 

andPrEventionofViolations,６５座..Ｒe9.19618

（20001 

109）〃・at19,624-25.

110）、fat19,618.

111）皿at19,625.

112）〃・at19,620.

113）ノ｡､at19,621.

114）ハ1

115）〃、

116）〃・at19,621-22.

117）ノ｡､at19,622.

118）ノd

ll9）〃、

120）〃、

121）〃・

'22）〃、

123Ｍ｡、

124）〃、

125）〃、

126）ノ｡､at19,623.

127）〃、

128）〃・

'29）〃・at19,619-20.

130）〃､at19,620.

131）Af 

l32）“なお、この経済的利益に関する制裁的民事

罰における罰金の計算方法については、以下を

参照のこと。SeeCalculationoftheEconomic

BenefitofNoncomplianceinEPAlsCivilPenalty 

EnibrcementCases,64圧ｄＲｅｇ､32,948（1999)．

133）EPAFinalPolicyStatementonlncentivesfOr 

SelfPOlicingDiscovery,Disclosure,Correction， 

andPreventionofViolations,６５ＦｅｄＲｅｇ､19618, 

19,621-23（2000)． 

134）Afatl9,620. 

135）〃、

136）ノ｡．

137）Ai 

l38Md、

139）SeeUS・DEP,ToFJusITcE,FAcmRsINDEcIsIoNs

oNCRIMINALPRosEcuTIoNsFoRENwRoNMEMAL 

VIoLAIToNsINTTIECoNTExroFSIGNIFIcANＴＶＯし

uNmRYCoMPIIANcEoRDIscLosuREEFFoRsIsBY 

THEVIoLAToRs（ＪＵＬＹ１，1991），９Horedi〃
RestatementofPonciesRelatedtoEnvironmen‐ 

talAuditing,59Fも｡.Ｒe9.38,455,38,458（1994)．

140）〃．
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らに、保険契約者の保護という公益を目的とす

る調査であることから、自己専利用文書に該当

しないと判断されている。

この点については、中島弘雅「文書提出命令

(2)－自己専利用文書（稟議街)」別冊ジュリス

ト169号162頁における議論を参照のこと。

たとえば、伊藤頃「民事訴訟法（補訂第２版)」

(有斐閣、2003年）366頁以下。

この点については、開本英幸「文書提出命令

制度の樹造と最近の決定例一全日本検数協会（文

瞥提出命令）事件（神戸地裁平16.1.14決定

労判868号５頁）を中心として－」労働判例873

号５頁の分析を参照のこと。

この事件については、以下の判例評釈を参考

のこと。田頭章一「産廃処理施設燃焼データ文

書提出命令即時抗告事件一文街提出命令はどの

ような場合に認められるのか？（福岡高決2003

年４月25日判例時報1855号114頁)」INDUST

149） 

150） 

151） 

152） 

19巻12号11頁。
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